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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

A.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え

　当社は、「日本通運グループ企業理念」に基づき、物流を通じて社会の課題を解決し、その持続的な発展と成長を支えることをその使命と考えま
す。また、株主・投資家を含む全てのステークホルダーの皆様と協働するとともに、その立場を尊重していくことが、企業としての持続的な成長と企
業価値向上の実現につながると考えております。そのためには、コンプライアンスの徹底、経営の透明性の確保とともに、「迅速な意思決定による
スピード経営の実現」と「責任体制の明確化」が重要であり、その仕組みを構築し、機能させることがコーポレートガバナンスの基本的な考え方とな
ります。この基本的な考えに基づき、コーポレートガバナンスの継続的な進化と充実に取組みます。

【日本通運グループ企業理念】

私たちの使命

それは社会発展の原動力であること

私たちの挑戦

それは物流から新たな価値を創ること

私たちの誇り

それは信頼される存在であること

B.コーポレート・ガバナンスに関する具体的な施策の実施状況

　当社は監査役会設置会社です。また、当社では、取締役会、監査役会に加え、迅速な意思決定及び業務執行を目的として執行役員制を導入し
ています。 　　

　取締役会は、社外取締役3名を含む取締役9名で構成され、原則として毎月1回及び必要に応じて随時開催しており、経営上の重要な事項の決
定、業務執行の監督を行っています。また、役員の報酬・指名などの重要な事項に関して独立社外取締役の意見を得るため、取締役会の諮問機
関として委員の4名中3名を独立社外取締役とする、公正かつ透明性の高い、任意の報酬・指名諮問委員会を設置しております。取締役の任期は
1年とし、取締役の各事業年度の経営に対する責任の明確化を図っています。 　

　監査役会は、社外監査役3名を含む監査役5名で構成され、原則として3カ月に１回及び必要に応じて随時開催しています。監査役は、取締役会
をはじめとする重要な会議へ出席し、経営全般並びに個別案件に関して客観的かつ公平に意見を述べ、また、適法性や内部統制の状況を調査
することなどによって、取締役の職務の執行を監査しています。さらに、重要な書類などの閲覧、主要な事業所への往査、子会社の調査を通じた
監査を行い、これらの結果を監査役会及び取締役会に報告しており、業務執行部門の職務の執行を監査しています。 　

　執行役員会は、取締役兼務者5名を含む執行役員33名で構成され、原則として毎月１回及び必要に応じて随時開催しており、取締役会での決定
事項の伝達・指示を行うと同時に、業務執行状況の報告、重要事項の協議を行っています。執行役員の任期は、取締役と同様に１年です。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を、全て実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則の各78原則全てに対して、当社の対応方
針、および実施内容について、「コーポレートガバナンス・コードへの当社対応方針および取組み」に掲載しており、巻末および当社ホームページに
掲載しております。

(コーポレートガバナンスに関するホームページURL)

https://www.nittsu.co.jp/ir/governance/index.html

なお、開示11原則に関する実施内容は下記の通りとなります。

【原則１－４　政策保有株式】

　政策保有株式に関しましては、縮減を基本とします。但し、当社は、取引や業容の拡大、提携先との関係強化、協業促進等により当社の中長期
的な企業価値向上に資すると判断する場合、株式を政策的に保有することがあります。

政策保有株式については、毎年、銘柄毎に保有の合理性について、資本コストや保有による便益などを観点に取締役会にて検証します。保有に
よる便益は定量的な視点だけでなく、定性的な視点による評価も実施します。具体的には以下の観点から検証を行います。

１．　株式保有による便益が当社の資本政策における資本コスト（ＷＡＣＣ）と見合っているか

２．　保有株式の時価に対して、相応の売上が計上されているなど、一定の商圏確保に貢献しているか

３．　現在において、関係強化や協業促進がなされている等、当社の企業価値向上に寄与しているか

４．　営業戦略上、将来において、取引や業容の拡大といった当社の企業価値向上が期待できるか



　検証の結果、保有の合理性が薄れたと判断された銘柄は、資金の状況や株式市場の動向を踏まえて、保有数量の全部または一部を適宜売却
いたします。

政策保有株式の議決権行使について、以下の議案には反対いたします。

１．　株式の保有目的との整合性が取れなくなる恐れがある議案

２．　取引関係の維持・拡大を阻害する議案

なお、当社は発行体と定期的な対話を行い、保有株式の位置づけを確認することにしておりますが、発行体の急激な業績低迷または取引関係希
薄化が見られた場合は、速やかに対話の場を設けることに努め、議案賛否の参考と致します。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社は、取締役の競業取引、取締役と会社間の取引及び利益相反取引について、独立社外役員を含む取締役会において承認を受けることとし
ております。また、取締役、執行役員及び監査役における当社並びに連結子会社との取引については、毎年、調査を行うとともに、「関連当事者の
開示に関する会計基準」等の法令に基づき、有価証券報告書にて適正に開示しております。現在、該当する取引はありません。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、従業員の資産形成の支援および企業年金の運用リスクの軽減を図るため、2007年度より確定拠出年金制度を採用しております。

　従業員の資産形成支援に向けて、教育内容の充実を進めており、新社員教育として確定拠出年金セミナーを実施し、資産運用を始めるにあたっ
ての制度の基本的知識や、運用に関する注意事項等を周知しています。また、年に1回加入者全員を対象として、ライフプランを踏まえた、長期投
資・継続投資・分散投資の重要性等について投資教育を実施しているほか、実態に即した効果的な教育となるよう、運営管理機関と連携し、運用
状況のモニタリング結果にもとづいて、都度教育内容の見直しを実施しております。

【原則３－１　情報開示の充実】

(ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社は、当社は、「日本通運グループ企業理念」「日本通運グループ行動憲章」とともに、2017年には「日本通運グループ企業メッセージ」を定
め、当社ホームページにて開示しております。

https://www.nittsu.co.jp/corporate/philosophy-charter/

https://www.nittsu.co.jp/corporate/message.html

（グローバルサイトのURL）

https://www.nipponexpress.com/about/policy/

また、経営計画についても、当社ホームページにて開示しております。

https://www.nittsu.co.jp/ir/event/policy-meeting/

（グローバルサイトのURL）

https://www.nipponexpress.com/ir/event/plan/

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針

　当社は、「日本通運グループ企業理念」に基づき、物流を通じて社会の課題を解決し、その持続的な発展と成長を支えることをその使命と考えま
す。また、株主・投資家を含む全てのステークホルダーの皆様と協働するとともに、その立場を尊重していくことが、企業としての持続的な成長と企
業価値向上の実現につながると考えております。そのためには、コンプライアンスの徹底、経営の透明性の確保とともに、「迅速な意思決定による
スピード経営の実現」と「責任体制の明確化」が重要であり、その仕組みを構築し、機能させることがコーポレートガバナンスの基本的な考え方とな
ります。この基本的な考えに基づき、コーポレートガバナンスの継続的な進化と充実に取組みます。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方のホームページのURLは下記の通りです　　

　https://www.nittsu.co.jp/ir/governance/index.html

　　（グローバルサイトのURL）

　https://www.nipponexpress.com/ir/governance/

【日本通運グループ企業理念】

私たちの使命

それは社会発展の原動力であること

私たちの挑戦

それは物流から新たな価値を創ること

私たちの誇り

それは信頼される存在であること

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続

　当社は、役員の報酬と賞与について規程を定めており、職責、経営執行状況等に基づき、取締役の報酬額および賞与については取締役会で、
監査役の報酬額については監査役の協議により決定しております。また、当社では役員報酬決定のプロセスについて内規を定めており、取締役
会の諮問機関として設置した、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の報酬・指名諮問委員会にて、当該内規に基づいて審議を行い、その
答申を踏まえて報酬を決定しております。具体的金額については、2006年6月29日開催の第100回定時株主総会において決議した金額の範囲内
において、会社業績、他社水準及び従業員給与等を考慮し、決定しております。

　なお、当社は、従来の役員報酬と役員賞与に加え、2016年9月から取締役および執行役員（但し社外取締役および国外居住者は除く）に対し、当
社の中長期的な企業価値と株主価値の向上に対する貢献意識の一層の向上を図ることを目的とした信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導
入いたしました。当制度については、従来の基本報酬の一部を原資としており、制度対象者の役位や全社業績の目標達成度等に応じて変動する
数の当社株式を報酬として交付する制度で、当初の評価対象期間である３事業年度が終了したことに伴い、当制度については、2019年6月開催
の定時株主総会での承認を経て、評価対象期間を５事業年度とした新たな制度の適用を開始いたしました。事業年度毎、及び評価対象期間終了
後に、連結売上高、連結営業利益、連結ＲＯＥ（自己資本利益率）等の指標を元に業績評価を行います。

株式の交付とともに、所得税等の納税に用いるため、交付する株式の一部を信託内で換価の上、金銭で給付いたします。交付する当社株式数に
ついては、計算方法や交付時期等のルールについて定めた株式交付規程に基づき決定しております。



（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　当社取締役会は、取締役候補者の選任にあたり、人格・識見、企業経営の経験、法律・会計等の専門性、学識経験など多様なスキルの人材を
選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者を選任するにあたっても、会社法第2条 第15号及び第16号における社外取締

役及び社外監査役の各要件を満たし、人格・識見とも優れ、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監
視する立場に適した人材であるという観点から選任しております。

　その選任及び解任にあたっては、取締役会の諮問機関として委員の４名中３名を独立社外取締役とする任意の報酬・指名諮問委員会を設置
し、その答申を踏まえております。

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　当社は、取締役及び監査役候補者の経歴および選任理由について、「定時株主総会招集ご通知」に記載し、ホームページにおいて開示しており
ます。

「定時株主総会招集ご通知」のホームページのURLは、下記の通りです。　

https://www.nittsu.co.jp/ir/event/general-meeting/

　（グローバルサイトのURL）

https://www.nipponexpress.com/ir/event/meetings/

【補充原則４－１－１　経営陣に対する委任範囲】

　当社取締役会は、「取締役会規程」及び「取締役会付議基準」に従い、法令、定款に定める事項及び重要な業務執行事項を決定しております
が、意思決定の迅速化、取締役会の監督機能の強化を目的として、個別の業務執行事項については、業務の執行を担う執行役員に最大限委任
しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、会社法の定める社外取締役の要件に加え、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立性判断基準を策定しており、その基準
に基づき社外取締役及び社外監査役を選任しております。

社外取締役及び社外監査役候補者を対象とし、以下の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しております。

　１．現在において当社又は当社グループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前１０年間において当社又は当社グループ会社の業務

　　　執行者であった者

　２．当社株式の総議決権数の１０％以上の議決権を保有する株主及びその業務執行者

　３．当社グループとの取引が当社連結売上高の２％を超える取引先の業務執行者

　４．１事業年度において、コンサルタント、弁護士、公認会計士等として、当社から１，０００万円を超える報酬を受けている者

　５．当社の会計監査人である監査法人に属する者

　６．当社及び当社グループ会社から、過去３事業年度の平均で１，０００万円以上の寄付を受けた団体等に所属する者

　※　業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の従業員をいう。

【補充原則４－１１－１　取締役会全体の考え方と選任手続き】

　当社の取締役会は、社外取締役３名を含む取締役９名、社外監査役３名を含む監査役５名で構成しております。

　取締役候補者の選任にあたっては、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用を有する者
を、女性を含め、一定の選任基準を踏まえて選任しており、イノベーション（革新）によって新たな価値を創造し、グローバルな物流市場で存在感を
持つ企業グループへ成長するために必要な資質を持った人材をバランスよく配置しております。

　また監査役候補者の選任にあたっては、上記基準に加え、財務会計の知見を有する者を１名以上選任しております。

　取締役候補者、および監査役候補者の選任にあたっては、取締役会の諮問機関として、委員の４名中３名を独立社外取締役とする任意の報酬・
指名諮問委員会を設置し、その答申を踏まえております。

【補充原則４－１１－２　取締役・監査役の他社兼任】

　当社は、当社社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況について、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンスに

関する報告書等を通じ、毎年開示を行っております。また、業務執行取締役の兼職状況については、毎年、定期的に確認し、取締役会において承
認及び報告を実施しておりますが、現在、取締役の責務を果たす上で影響を及ぼす兼職はありません。なお、常勤監査役は他社の役員は兼任し
ておらず、業務に専念できる体制となっております。

【補充原則４－１１－３　取締役会全体の実効性に関する分析・評価】

　当社取締役会は、各取締役の職務の執行状況報告に加え、外部機関を起用し、社外を含む取締役および監査役を対象とした取締役会全体の
実効性にかかるアンケート調査を実施し、意見を集約しております。その内容を分析・評価した結果については取締役会において討議・検証を実
施しており、外部機関からの集計結果を踏まえ、取締役会の構成・運営、経営戦略と事業戦略、企業倫理とリスク管理、経営陣の評価・報酬の状
況等を確認した結果、取締役会全体の実効性は確保されているものと評価いたしました。

　本アンケートにおいて課題として抽出された、取締役会の構成については、社外取締役の割合を１／３とするなど改善を図ったほか、重要な戦略
の経過報告等についての取締役会での説明を充実させるなど、更なる実効性向上に努めております。

【補充原則４－１４－２　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

　当社は、取締役・監査役に対して、当社の経営課題についての認識を深めることはもとより、財務、法令などに関する必要な知識の習得を行うこ
とを目的として、セミナーや交流会などの機会を適宜提供し、その費用については会社で負担しております。また、監査役においては、日本監査役
協会の会員としての諸会議や、産業経理協会主催のセミナー等を通じて、広範な知識の習得を図っております。

　社外取締役・社外監査役については、当社の各種行事への参加や施設見学等を通じて、当社の事業などの知識を習得できる機会を提供してお
ります。

　執行役員、および社内の経営幹部候補においては、経営幹部として必要なグローバル経営、財務リテラシーや経営戦略、ガバナンスに関する知
識等の取得を目的として、外部のMBA等の経営幹部育成講座への参加機会を提供しています。

　上記、一連のトレーニングは経営陣幹部の後継者育成の一環として位置付けております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　株主・投資家の皆様との対話は、経営トップが総括する経営戦略部門に属する経営企画部ＩＲ推進室が、実務担当としてその任にあたるととも
に、内容や日程等を勘案のうえ、経営トップ、担当取締役及び経営幹部（執行役員ほか）が面談に臨んでおります。



　対話の方法は、国内、海外における個別面談に加え、第１四半期・第３四半期に電話会議を、通期・第２四半期には決算説明会を開催しており
ます。また、施設見学会、事業説明会、当社の主催するスモールミーティング等を適宜開催するほか、証券会社の主催するスモールミーティング
やＩＲカンファレンス等に参加し、株主・投資家の皆様との対話機会の創出に努めております。

対話を通じて、株主・投資家の皆様からいただいた意見等は、取締役会において、定期的に報告するとともに、社外取締役および経営幹部（執行
役員ほか）ならびに、社内関係先へフィードバックし、企業活動への反映を図っております。

　社内体制については、ＩＲ推進室を事務局とし、広報部、総務・労働部、財務企画部、経理部、経営企画部など本社各部門が連携し、ディスクロー
ジャーポリシーの策定・運用および改訂、情報開示活動の適切性について協議の上、取締役会へ付議、決定しております。取締役会にて決定した
ディスクロージャーポリシーに基づき、経営トップまたは各開示情報を所管する担当役員を責任者として、情報開示を行っております。取締役会
は、経営企画部担当取締役の業務執行状況を通じて報告される情報開示活動について、内容を共有するとともに、適切性を確認します。

　ディスクロージャーポリシーをホームページに掲載しております。

　　https://www.nittsu.co.jp/ir/disclosure/

　　（グローバルサイトのURL）

　　https://www.nipponexpress.com/ir/disclosure/

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,355,500 9.88

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 8,563,000 9.05

朝日生命保険相互会社 5,601,967 5.92

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　みずほ銀行口

再信託受託者　資産管理サービス信託銀行株式会社
4,150,000 4.38

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 3,972,752 4.19

日通株式貯蓄会 3,418,014 3.61

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 1,784,100 1.88

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 1,694,500 1.79

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,492,138 1.57

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 1,458,600 1.54

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

　「大株主の状況」については、2019年3月31日現在の状況を記しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 倉庫・運輸関連業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　特記すべき事項はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

杉山　正洋 学者

中山　慈夫 弁護士

安岡　定子 その他 ▲

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

杉山　正洋 ○ ―――

　杉山雅洋氏は、人格、識見とも優れ、また、大
学教授として長年にわたり交通・運輸関係を研
究するなど、豊富な経験を有しており、社外取
締役として適した人材であります。なお、同氏
は、東京証券取引所が定める一般株主と利益
相反の生じるおそれがあるとされるいずれの事
項にも該当しておりません。　

以上のことから、一般株主との利益相反のおそ
れがなく、その独立性に問題はないと認識し、
独立役員として指定するものです。



中山　慈夫 ○ ―――

　中山慈夫氏は、人格、識見とも優れ、また、弁
護士として長年培われた法律知識及び豊富な

実務経験を有しており、社外取締役として適し
た人材であります。なお、同氏は、東京証券取
引所が定める一般株主と利益相反の生じるお
それがあるとされるいずれの事項にも該当して
おりません。

以上のことから、一般株主との利益相反のおそ
れがなく、その独立性に問題はないと認識し、
独立役員として指定するものです。

安岡　定子 ○ ―――

　安岡定子氏は、人格、識見ともに優れ、また、
論語の研究をはじめとして、幅広い年代の方々
への教育活動を行い、深い教養と豊富な経験
を有しており、社外取締役として適した人材で
あります。なお、同氏の父親は過去に当社の業
務執行者を務めておりましたが、退職から23年
が経過しており、当社の意思決定に対して影響
を与えうる特別な関係はありません。

以上のことから、一般株主との利益相反のおそ
れがなく、その独立性に問題はないと認識し、
独立役員として指定するものです。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

報酬・指名諮問委員
会

4 0 1 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬・指名諮問委員
会

4 0 1 3 0 0
社内取
締役

補足説明

　役員の報酬・指名などの重要な事項に関して独立社外取締役の意見を得るため、取締役会の諮問機関として、委員の4名中3名を独立社外取締
役とする、公正かつ透明性の高い、任意の報酬・指名諮問委員会を設置しております。なお当該委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機
能を担っております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役と会計監査人との間で定期的に、及び必要に応じて随時会合を開催しています。また、監査役と監査部との間で会合を開催しています。
その他監査報告書の閲覧、監査役監査時の連携、監査部の監査への立会いを行います。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)



氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

神吉　正 他の会社の出身者 △

野尻　俊明 その他 △

青木　良夫 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

神吉　正 ○

　神吉正氏は、過去に当社の主要取引行
の一つである株式会社みずほ銀行の親
会社である株式会社みずほフィナンシャ
ルグループならびに同グループ各社（株

式会社みずほコーポレート銀行（現株式

会社みずほ銀行）、みずほ信託銀行株式
会社、みずほ証券株式会社、みずほ総合

研究所株式会社）の業務執行者を務めて
おりました。

　神吉正氏は、人格、識見ともに優れ、また、他
社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識
を有するなど、会社業務の全般に渡って経営を
監視する立場に適した人材であります。同氏は
過去に当社の主要取引行の一つである株式会
社みずほ銀行の親会社である株式会社みずほ
フィナンシャルグループならびに同グループ各
社（株式会社みずほコーポレート銀行（現株式
会社みずほ銀行）、みずほ信託銀行株式会
社、みずほ証券株式会社、みずほ総合研究所
株式会社）の業務執行者を務めておりました
が、株式会社みずほ銀行からの借入額は、
2019年３月期の連結総資産額の約６％であり、
当社は他の複数の銀行とも取引があるため、
その依存度は高くないと認識しております。 　

　当社は、株式会社みずほフィナンシャルグ
ループ、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀
行株式会社、みすほ証券株式会社、みずほ総
合研究所株式会社と営業上の取引があります
が、その取引額は2019年3月期において、それ
ぞれ売上高全体の１％未満であり、その影響
度は希薄であると認識しております。 　

以上のことから、一般株主との利益相反のおそ
れがなく、その独立性に問題はないと認識し、
独立役員として、指定するものです。

野尻　俊明 ○

　野尻俊明氏は、当社が寄付を行った学
校法人日通学園の業務執行者を務めて
おります。また、過去に当社子会社である
株式会社日通総合研究所の業務執行者

（研究員）を務めておりました。

　野尻俊明氏は、人格、識見とも優れ、また、独
占禁止法や運輸事業政策の研究を専門とし、

特に物流に関する政策に精通していることか
ら、学識経験者として官公庁や業界団体をはじ
めとする数多くの公職を経験されており、会社
業務の全般にわたって経営を監視する立場に
適した人材であります。同氏は、1979年4月か
ら1989年3月まで、当社子会社である株式会社
日通総合研究所に研究員として勤務しておりま
したが、在籍期間は10年であり、退職から30年
が経過しております。また同氏は、流通経済大
学の学長を務めており、2016年6月1日より流通
経済大学を運営する学校法人日通学園の理事
長に就任しておりまが、当社が同学園の組織
運営に対する影響はなく、当社に対し十分な独
立性を有していると考えております。 　

　以上のことから、一般株主との利益相反のお
それがなく、その独立性に問題はないと認識
し、独立役員として指定するものです。



青木　良夫 ○ ―――

　青木良夫氏は、人格、識見とも優れ、また、公
認会計士として豊富な経験と財務・会計に関す
る専門的な知見を有しており、会社業務の全般
にわたって経営を監視する立場に適した人材
であります。なお、同氏は、東京証券取引所が
定める一般株主と利益相反の生じるおそれが
あるとされるいずれの事項にも該当しておりま
せん。 　

　以上のことから、一般株主との利益相反のお
それがなく、その独立性に問題はないと認識
し、独立役員として指定するものです。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を充たす社外取締役及び社外監査役を全て独立役員に指定しています。

【独立社外役員の独立性判断基準】

　当社は、会社法の定める社外取締役の要件に加え、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立性判断基準を策定しており、その基準
に基づき社外取締役及び社外監査役を選任しております。

社外取締役及び社外監査役候補者を対象とし、以下の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しております。

　１．現在において当社又は当社グループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前１０年間において当社又は当社グループ会社の業務　

　　　執行者であった者

　２．当社株式の総議決権数の１０％以上の議決権を保有する株主及びその業務執行者

　３．当社グループとの取引が当社連結売上高の２％を超える取引先の業務執行者

　４．１事業年度において、コンサルタント、弁護士、公認会計士等として、当社から１，０００万円を超える報酬を受けている者

　５．当社の会計監査人である監査法人に属する者

　６．当社及び当社グループ会社から、過去３事業年度の平均で１，０００万円以上の寄付を受けた団体等に所属する者

　※　業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の従業員をいう。

【兼務の状況】　

　当社は、当社社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況について、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ、開示を行っておりま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【取締役会への出席状況】

　杉山取締役、中山取締役、安岡取締役は、2018年度に開催されたすべての取締役会に出席しております。

　神吉監査役、野尻監査役、青木監査役は、2018年度に開催されたすべての取締役会及び、監査役会に出席しております。　　　

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　取締役報酬の一部に株式取得報酬を導入しています。また、2017年3月期より、業績連動型株式報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明



第113期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）

取締役および監査役に支払った報酬

取締役：16名 630百万円（うち社外取締役3名 36百万円）

監査役：6名 102百万円（うち社外監査役3名 46百万円）

　上記支払った報酬の他に、取締役（社外取締役3名を除く）13名に対して、2016年6月29日開催の第110回定時株主総会において導入が決議され
ました業績連動型株式報酬制度に基づき、当事業年度に引当金として34百万円を計上しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、役員の報酬等の重要な事項に関して独立社外取締役の意見を得るため、委員の4名中3名を独立社外取締役とする任意の報酬・指名
諮問委員会を設置しております。当社の役員報酬の方針につきましては、報酬・指名諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により定
めており、役員報酬の方針につきましては下記のとおりとなります。

（役員報酬の方針）

ａ．基本方針

　イ．企業理念を実践する優秀な人材を登用できる報酬とする。

　ロ．持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。

ｂ．報酬構成

　イ．役員の報酬は、固定報酬である基本報酬と、業績に応じて変動する業績連動報酬で構成する。

　ロ．社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。

ｃ．基本報酬

　役員の基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し、役割に応じて決定する。

ｄ．業績連動報酬

　イ．短期業績連動報酬として、単年度の業績を指標とした賞与を支給する。

　ロ．中長期業績連動報酬として、中期経営計画の達成度や企業価値（株式価値）の向上に連動する株式報酬を支給する。

　当社の取締役の報酬額につきましては、職責及び経営執行状況等から、報酬・指名諮問委員会にて上記方針に基づいて審議・答申を行い、取
締役会にて決定しております。

また、監査役の報酬額につきましては監査役の協議により決定しております。

　なお、具体的金額につきましては、2006年6月29日開催の第100回定時株主総会において決議された金額（取締役の報酬額は、月額5,500万円
以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与を除く)、監査役の報酬額は、月額1,000万円以内）の範囲内において、会社業績、他社水準及び従業
員給与等を考慮し、決定しております。

　賞与につきましては、上記範囲内で、当事業年度末時点の社外取締役3名を除く取締役11名に対し、従来の支給額及び当事業年度の業績等を
勘案し、総額11,000万円を支給することにつき、2019年6月27日開催の第113回定時株主総会において決議しております。

　また、2016年6月29日開催の第110回定時株主総会において、上記報酬限度額とは別枠で、中長期的な会社業績並びに企業価値の向上に対す
る貢献意識を高めることを目的として、取締役及び執行役員（社外取締役、非常勤取締役及び国外居住者を除く）を対象とした業績連動型株式報
酬制度の導入が決議され、本制度の継続及び一部改定につきましては、2019年6月27日開催の第113回定時株主総会において決議されました。

　当社の役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会にありますが、取締役会の諮問機関として設置した任
意の報酬・指名諮問委員会にて、役員の報酬等の基準額や役員報酬の決定に関する方針について審議を行い、その答申を踏まえ決定しており
ます。

【業績連動型株式報酬制度の概要】

　本制度は、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託（以下「ＢＩＰ信託」という。）を用いた、当社の中長期の会社業績に連動する株式報酬制度で

あります。ＢＩＰ信託は、米国の業績連動型株式報酬（Performance Share Plan）及び譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock Plan）を参考とした信

託型インセンティブ・プランであり、会社業績等に応じて、取締役等に対し、当社株式の交付等を行う仕組みであります。

（ＢＩＰ信託契約の内容）

・信託の種類　　　　　特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（受益者未存在の他益信託）

・信託の目的　　　　　当社の取締役等に対するインセンティブの付与

・委託者　　　　　　　　当社

・受託者　　　　　　　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（共同受託者日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

・受益者　　　　　　　　取締役等のうち受益者要件を満たす者

・信託管理人　　　　　当社と利害関係のない第三者（公認会計士）

・信託契約日　　　　　2016年8月（信託期間延長のため2019年8月に変更予定）

・信託の期間　　　　　2016年9月から2019年8月まで（2019年8月の信託契約の変更により、2024年8月まで延長予定）

・制度開始日　　　　　2016年9月

・議決権行使　　　　　行使しないものといたします。

・取得株式の種類　　当社普通株式

・信託金の上限額　　400百万円（信託報酬・信託費用を含む。2019年8月の信託契約の変更により、800百万円に変更予定）

・株式の取得時期　　2016年9月2日～2016年9月5日

　　　　　　　　　　　　　（2019年8月の信託契約の変更による取得時期は、2019年8月8日（予定）～2019年8月30日（予定））

・株式の取得方法　　株式市場からの買付

・帰属利権者　　　　　当社

・残余財産　　　　　　 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内といたし

　　　　　　　　　　　　　ます。　　



（取締役等に取得させる予定の株式の総数）

　上限90,000株（信託期間3年間）

　（2019年8月の信託契約の変更により、上限115,000株（信託期間5年間）に変更予定）

（注）2017年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、上記株式の総数につきましては、株式併合後の株式数を
記載しております。

（本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲）

　取締役等のうち受益者要件を満たす者

　業績連動報酬に係る指標は、短期業績連動報酬としての賞与については、単年度の業績を指標としており、中長期業績連動報酬としての業績
連動型株式報酬については、連結売上高、連結営業利益、連結ＲＯＡ（2019年6月27日開催の第113回定時株主総会の決議後は連結ＲＯＥ）等を
指標としております。業績連動型株式報酬は、経営計画の目標の達成度に対してインセンティブを付与することを目的とした報酬であり、同計画に
て経営目標として掲げていることから、当該指標を選定しております。

　業績連動型株式報酬は、ポイントでの管理が基本となっており、1ポイント＝当社株式の1株を基準としております。（2017年10月1日の株式併合
後、ポイントを再調整しております。）毎年7月に役位毎の株式報酬額を制度基準株価で除した数を、制度対象者に基準ポイントとして付与しており
ます。

　また、評価対象期間は当社の経営計画と同じ事業年度とし、経営計画に合わせた業績評価指標を設定して事業年度毎に評価を行います。基準
として設定した業績目標の達成度に対応する水準を100％とし、事業年度毎及び評価対象期間終了後に行う中期業績評価全体で0％～150％の
範囲でポイントを増減させ、最終的な評価を行い、ポイントを決定いたします。経営計画の対象期間終了後、決定したポイントと同数の株式を交付
いたしますが、株式交付の内容については、制度対象者が保有しているポイントの半数に対応する数の当社株式（単元未満株式は切捨てといた
します）を交付し、残りのポイントに対応する数の当社株式については、所得税等の納税に用いる為に売却し、納税後の残額を制度対象者に給付
いたします。

　なお、業績連動型株式報酬に係る指標の当事業年度における実績は、目標である予算数値に対して、連結売上高については99.5％、連結営業
利益については106.1％、連結ＲＯＡについては115.4％となっております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役へは取締役会事務局である総務・労働部をはじめ、議案内容に応じてその所管部署が適宜当社の状況について説明しています。社
外監査役を含む監査役の職務の補助について、内部監査部門である本社監査部が業務上必要な連絡を行い、必要な情報を都度提供していま
す。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

濱中　昭一郎 相談役 業界団体等での社外活動等 非常勤　報酬有 2003/6/27 定めなし

岡部　正彦 相談役 業界団体等での社外活動等 非常勤　報酬有 2011/6/29 定めなし

川合　正矩 相談役 業界団体等での社外活動等 非常勤　報酬有 2017/6/29 定めなし

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 3 名

その他の事項

・当社では、相談役・顧問制度について定款に規定しておりません。経営に関与しない相談役および顧問の取扱いについては内規を定めておりま
すが、現在、顧問の就任者はおりません。

・相談役については、当社の経営、営業に携わってきた経験・知見を活かし、当社および物流業界の発展にとって有益となる業界団体等での社外
活動に従事しておりますが、経営上の判断に影響を及ぼすような権限は一切有しておらず、また経営のいかなる意思決定にも関与しておりませ
ん。

・上表内の「社長等退任日」には、当社の代表取締役会長、取締役会長、または取締役の退任日を記載しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）コーポレートガバナンス実施の概要

・当社は監査役会設置会社です。また、当社では、取締役会、監査役会に加え、迅速な意思決定及び業務執行を目的として執行役員制を導入し
ています。 　　

（２）業務執行

・業務執行の意思決定においては、社外取締役３名及び社外監査役３名を含む監査役５名が出席する取締役会のほか、社外監査役１名を含む
常勤監査役３名が出席する経営会議及び執行役員会、本社部長・事業部長の出席する部長会による審議を通して、透明性、適法性を確保してい
ます。

・業務の執行は取締役会にて選任し、担当職務を委嘱した執行役員が行い、取締役会がこれを監督しています。

・取締役会において、法令、定款に定める事項及び重要な業務執行事項を決定しておりますが、意思決定の迅速化、取締役会の監督機能の強化
を目的として、全般的執行方針の協議機関として経営会議を設置するとともに、個別の業務執行事項については、業務の執行を担う執行役員に
最大限委任しております。

（３）報酬・指名

・役員の報酬・指名などの重要な事項に関しては、独立社外取締役の意見を得るため、取締役会の諮問機関として、委員の４名中３名を独立社外



取締役で構成し、公正かつ透明性の高い、任意の報酬・指名諮問委員会を設置しており、その答申を踏まえて決定しております。

（４）監査

・監査役監査は、監査役が監査部の担当者と連携しながら、主要な事業所への往査、子会社の調査を通じた監査を行っています。

・監査役の選任においては、人格・識見、法律・会計等の専門知識など多様なスキルの人材を選任するとともに、特に社外監査役においては学識
経験、財務・会計他の専門的知識を有する者の選任等によって監査役会の機能強化を図っております。

・内部監査については、本社に監査部を設置し、監査計画に基づいて臨店監査及び書面監査等の内部監査を 実施し、適宜、社長への報告を

行っています。

・会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人を選任しています。同監査法人は、独立の第三者の立場から監査を実施しており、当社の内部監査
部 門及び監査役会との連携を図りながら、年間会計監査計画に基づき、当社及び連結子会社等の監査を行っています。

・内部監査、監査役監査及び会計監査を独立的かつ相互補完的に遂行することによって、客観性を維持した監査体制を構築しています。

・なお、2019年3月期に、同監査法人において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。

＜監査業務を執行した公認会計士の氏名＞

　指定有限責任社員 業務執行社員：　吉村　基、小川　伊智郎、安永　千尋

※ 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。

　監査業務に係る補助者の構成：公認会計士31名、その他54名

（５）責任限定契約の概要

・社外取締役　杉山　雅洋氏、社外取締役　中山　慈夫氏、社外取締役　安岡　定子氏、社外監査役　神吉　正氏、社外監査役　野尻　俊明氏及
び社外監査役　青木　良夫氏と当社は、定款に基づき、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結しております。当
該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額となります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、９名の取締役のうち、３名を社外取締役とすることにより、経営上の重要な事項の決定に際し、社外有識者の知見を取り入れるととも
に、取締役会の業務執行の監督機能の強化を図っています。また、社外監査役３名を含む監査役による監査を実施しています。このような体制と
することにより、経営監視機能の客観性、中立性が十分に確保されているものと判断しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会の21日前に発送しています。また、定時株主総会の４週間前にＴＤnet及び当社
ホームページにおいて、発送に先立ち「定時株主総会招集ご通知」の電子的公表を行っ
ております。

電磁的方法による議決権の行使
議決権行使サイトにおけるインターネット・スマートフォン・携帯電話による議決権行使を
導入しています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム（いわゆる東証プラットフォーム）を導入
しています。

招集通知（要約）の英文での提供
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に資するため、招集通知の英語版を作成し
ています。

その他 当社ホームページにおいて招集通知を日本語版・英語版ともに掲載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

金融商品取引法に定める「フェア・ディスクロージャー・ルール」の趣旨を尊重
し、公正で透明性の高い情報の適時、適切な開示と、株主・投資家をはじめと
するステークホルダーの皆様との対話を通じ、コミュニケーションの充実と信頼
関係の維持、向上を図る目的で、策定し、ウェブサイトに掲載しております。

　https://www.nittsu.co.jp/ir/disclosure/

（グローバルサイトのURL）　

　https://www.nipponexpress.com/ir/disclosure/

個人投資家向けに定期的説明会を開催
説明会については、証券会社が主催する説明会に年1回以上参加し、当社の
事業内容、業績等を説明しております。

（実績：2019年3月15日大阪にて開催）

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

・年２回、年次と半期の決算発表日に決算説明会を開催しており、代表取締役
社長から内容の説明および質疑対応を行っております。

　（実績：第２四半期　2018/10/31、年次　2019/4/26）

・第１四半期と第３四半期の決算時には、電話会議でＩＲ担当から内容の説明
および質疑対応を行っております。

　（実績：第１四半期　2018/7/31、第３四半期　2019/1/31）

・上記、各四半期ごとの決算説明内容、主な質疑については、ウェブサイトに
掲載しております。

　　https://www.nittsu.co.jp/ir/event/data-room/

　（グローバルサイトのURL)

　　https://www.nipponexpress.com/ir/event/presentations/

・アナリスト・機関投資家と社長のスモールミーティングを2019/2/25、26に開
催。

・代表取締役副社長から、アナリスト・機関投資家向けに、事業説明会を
2019/6/11に開催。

あり



海外投資家向けに定期的説明会を開催

・北米と欧州については、代表取締役社長が、年１回、定期的に機関投資家を
訪問しております。

　（実績：北米　2018/7/2～5、2019/5/29～6/3　欧州　2018/5/29～6/1）

・ＩＲ担当取締役が、年1回、定期的にアジアの機関投資家を訪問しております。

（実績：2019/3/13～15）

・国内外問わず、証券会社主催のカンファレンスに参加し、ＩＲ担当取締役が定
期的に海外投資家と面談を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載

アニュアルレポート、ファクトブック、決算短信、決算説明会資料、決算説明会
での主な質疑、有価証券報告書、経営計画、報告書、ＩＲカレンダー、月次売上
高情報等をウェブサイトに掲載しております。

　https://www.nittsu.co.jp/ir/

　（グローバルサイトのURL）　

　https://www.nipponexpress.com/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置
経営企画部にＩＲ推進室を設置し、経営企画部担当取締役がＩＲ活動を統括し
ています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業理念・企業行動憲章・コンプライアンス規程において各ステークホルダーの尊重につ

いて規定しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社では、「日本通運グループ環境憲章」において、企業の社会的、公共的使命を自覚
し、「良き企業市民」として環境経営を実践することにより、地球環境保全に積極的に貢献
することを当社グループの基本理念と定め、環境経営に取り組んでいます。

2017年度には、「二酸化炭素排出量を2030年度までに2013年度比で30％削減する」、「産
業廃棄物排出量を売上高当たりで2030年度まで毎年対前年1％削減する」という二つの長
期目標を策定しました。

　トラック中心の輸送形態から鉄道、船舶へと輸送形態を切り替える「モーダルシフト」や、
環境配慮型設備・車両の計画的な導入などに取り組み、これら長期目標を達成して、持続
可能な社会の実現に貢献していきます。

当社グループのCSRに関する考え方や取り組みについて、ステークホルダーの皆様に分り
やすく報告するために「日本通運グループCSR報告書」を発行しております。

日本通運グループCSR報告書（環境・社会報告書）ウェブサイト

　https://www.nittsu.co.jp/corporate/csr/report/

（グローバルサイトのURL）

　https://www.nipponexpress.com/about/csr/report/

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　公正で透明性の高い情報の適時、適切な開示に対する姿勢について、ディスクロジャー
ポリシーを策定し、適時適切な情報開示を行っております。

ディスクロージャーポリシーウェブサイト

　https://www.nittsu.co.jp/ir/disclosure/

（グローバルサイトのURL）　

　https://www.nipponexpress.com/ir/disclosure/

その他

【ダイバーシティ推進の取組み】

　当社ではダイバーシティに関する取組を推進するにあたり、社長自らのコミットメントをは
じめ、各支店長など経営層のコミットメントを発信し、その目的や必要性、会社全体で強力
に推進する決意を明確にしております。

　当社のダイバーシティ推進の目標は「真のグローバルロジスティクス企業としての成長」と
「社員の自己実現」の両立を実現し、すべての社員が働きがいを持てる企業をつくることで
す。その取り組みを着実に推進するために、「意識改革」「風土改革」「働き方改革」「行動
改革」の４つの改革サイクルを確実にまわすためのダイバーシティ推進マスタープランを策
定し、経営計画で掲げているワークスタイルのイノベーションとともに取組みを進めていま
す。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

Ａ．内部統制システムについて 　

　取締役及び従業員が、法令及び定款その他の社内規則及び社会通念などを順守した行動をとるための規範として、「日本通運グループ行動憲
章」を規定し、当社が企業活動を行っていく上で果たすべき役割と責任を明確にしています。 　

　この行動憲章を具体化して、全従業員が法令を順守して倫理性を確保するための行動指針として、「コンプライアンス規程」を制定しています。具
体的な活動としては、本社に社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置して、全社的なコンプライアンスの推進を図ると同時に、本社及
び各支店にコンプライアンス責任者及びコンプライアンス推進者を配置し、従業員のコンプライアンスの徹底を図っています。 　

　さらに、従業員の法令等の違反及び不正行為、その他の企業倫理に違反する行為を防止、若しくは早期に発見して是正するために、内部通報
制度「ニッツウ・スピークアップ」を導入し、運用しています。 　

　また、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を制定し、有効な内部統制体制の構築、経営の透明性と効率性の向上に努めています。

Ｂ．リスク管理体制について 　

　企業経営に重要な影響を及ぼすリスクを低減させるとともに、非常事態が万一発生した場合に、これに迅速かつ的確な対応ができる危機管理体
制の確立を目的として、「危機管理規程」を制定しています。また、本社に「危機管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備に努めています。

Ｃ．内部監査体制について 　

　内部監査部門については、本社に監査部を設置し、「日本通運グループ監査規程」に従い、従業員の職務執行が法令及び定款等に基づいて適
正に行われているか、臨店監査及び書面監査等の内部監査を実施し、適宜、社長へ報告しています。また、内部監査部門は、経営上発生する損
失の危険を防止するために、「日本通運グループ監査規程」に従って積極的に助言、提言を行っています。

Ｄ．当社及びグループ会社の業務の適正を確保するための体制について 　

　当社及び日本通運グループにおける「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並び

に当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制（いわゆる、内部統
制システム）の整備」について、次のとおり基本方針を定めております。

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 　

ａ．取締役が、法令及び定款その他の社内規則及び社会通念などを遵守した行動をとるための規範として、「日本通運グループ行動憲章」を定め
る。 　

ｂ．取締役会は、「取締役会規程」及び「取締役会付議基準」の定めるところに従い招集し、決議を行う。 　

ｃ．代表取締役をはじめ各取締役は、「取締役会規程」及び「取締役会付議基準」の定めるところに従い、職務の執行状況ほか重要な事項につい
て、取締役会に報告する。 　

ｄ．監査役は、取締役の職務の執行が、法令及び定款等に基づき適正に行われているかについて、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」の定
めるところに従い監査を行う。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 　　

・取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、「文書規程」の定めるところに従い、適正に保存及び廃棄等の管理を行うとともに、
必要に応じて運用状況の検証、規程等の見直しを行う。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 　

ａ．企業経営に重要な影響を及ぼすリスクの未然防止、及び、万一発生する非常事態への迅速かつ的確な対応を可能とする危機管理体制の確
立のため、「危機管理規程」を定めるとともに、本社に「危機管理委員会」を設置する。 　

ｂ．内部監査部門は、経営上発生する損失の危険を防止するため、「日本通運グループ監査規程」の定めるところに従い、積極的に助言、提言を
行う。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 　

ａ．取締役会は、「取締役会規程」及び「取締役会付議基準」の定めるところに従い開催し、決議を行う。 　

ｂ．会社の業務の執行は、取締役会で決議した事項に基づき、取締役会にて選任し担当職務を委嘱した「執行役員」が行い、取締役会がこれを監
督する。

（５）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 　

ａ．従業員が、法令及び定款その他の社内規則及び社会通念などを遵守した行動をとるための規範として、「日本通運グループ行動憲章」及び

「コンプライアンス規程」を定める。 　

ｂ．従業員のコンプライアンスを徹底するために、本社に「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、本社及び各支店にコンプライアンス責任

者とコンプライアンス推進者を配置する。 　

ｃ．従業員の法令等の違反及び不正行為、その他の企業倫理に違反する行為を防止もしくは、早期に発見して是正するために、内部通報制度

「ニッツウ・スピークアップ」を定める。 　

ｄ．内部監査部門は、従業員の職務の執行が、法令、定款等に基づき適正に行われているかについて、「日本通運グループ監査規程」の定めると
ころに従い監査を行う。

（６）当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制　　　　　　　　　　 　

ａ．グループ会社の取締役は、当社の定める規程等に従い、会社経営に係る重要な事項について、管理業務を担当する当社の部署に対し報告を
行う。 　

ｂ．グループ会社に係る様々なリスクに対処するため、各グループ会社は管理業務を担当する当社の部署と連携を図り、リスク管理を行う。 　

ｃ．グループ会社は、取締役会の責任と役割を明確にした「取締役会規程」を備え、規程のとおり執行する。 　

ｄ．グループ会社の業務の遂行にあたっては、「日本通運グループ行動憲章」及び「日通グループコンプライアンス規程」の定めるところに従い、法
令及び社会道徳・社会倫理等の社会的規範並びに社内規程等の社内規範に基づき、健全・透明・公正な事業活動を行うこととする。 　

ｅ．グループ会社における法令等の違反及び不正行為、その他の企業倫理に違反する行為を防止もしくは、早期に発見して是正するために、内部
通報制度「ニッツウ・スピークアップ」を定める。 　

ｆ． 監査役は、連結経営の視点並びに連結計算書類に関する職務遂行のため、グループ会社に対して監査職務を遂行する。 　

ｇ．監査役は、当社とグループ会社等との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、グループ会社の監査役等と連携し、情報交
換を行い、効率的な監査を実施するよう努める。 　

ｈ．内部監査部門は、グループ会社における業務の運営が、法令、定款等に基づき適正に行われているかについて、「日本通運グループ監査規
程」の定めるところに従い監査を行う。

（７）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項

・監査役の職務の補助に関する事項については、監査役の指示に従い、内部監査部門である監査部内の「監査役スタッフ」が行う。



（８）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 　　

・「監査役スタッフ」の人事については、監査役会の意見を尊重することとする。

（９）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、当社の子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から
報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制並びに当該報告をした者が、当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制　

・取締役及びグループ会社の取締役等は、以下の事項について、直接または管理業務を担当する当社の部署を通じて遅滞なく監査役に報告す
る。また、これらの報告をした者が、当該報告を理由として不利な取扱いを受けないよう、法令等を遵守する。 　

ａ．経営上の重要な事項、内部監査の実施状況 　

ｂ．職務執行に関して重大な法令、定款違反もしくは不正行為の事実 　

ｃ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

（１０）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 　

ａ．監査役は、取締役会に出席するほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議、執行役員会その他会社の重
要な会議に出席する。また、当該会議に出席しない場合には、監査役は、審議事項についての説明を受け、関係資料を閲覧する。 　

ｂ．監査役及び監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の
環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識と信頼関係を深めるよう努める。 　

ｃ．監査役は、「監査役に回付すべき重要書類」の規程に基づき、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締
役、執行役員または従業員に対し、その説明を求めるとともに意見を述べる。 　

ｄ．監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他外部の専門家を活用することができ、その
費用は会社が負担する。 　

なお、内部統制システムの概要を含む体制については、「コーポレート・ガバナンス体制についての模式図」のとおりです。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、反社会的勢力や団体との一切の取引を許さない業務運営を図ることが、企業の社会的責任であることを十分に認識し、社会的正義を
実践すべく、毅然とした態度で臨みます。

反社会的勢力とのあらゆる関係を遮断する基本方針は、「日本通運グループ行動憲章」、「コンプライアンス規程」に明文化し、役員、従業員がそ
の基本方針を順守するよう教育体制を構築しています。 　

　また、社内に対応統括部署を設け、平素から、外部の専門機関等から情報収集を行うとともに、反社会的勢力を排除すべく、社内に向けて対応
方法等の周知を図っております。事案の発生時に備え、反社会的勢力への資金提供は絶対に行わないとの確固たる方針のもと、関係行政機関
や顧問弁護士、その他外部の専門機関と緊密に連携し、速やかに対処できる体制を構築しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社は２０１７年５月９日の取締役会において、買収防衛策を継続しないことを決議いたしました。そのため、２０１７年６月２９日開催の定時株主
総会終結の時をもって、有効期間満了により廃止しております。また、現時点において、再度導入する予定はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社は、投資家に適時適切な会社情報の開示を行うことを基本に、重要な事項、事実の発生等があった場合、取締役会規程等に基づき、取締
役会に付議・決議、又は報告を行うとともに、適時開示規則等に則り開示すべき事項については、代表取締役社長又は開示の責任者として定め
られた者が、決議後、迅速かつ適切に開示を行う体制を構築しています。 　

　なお、適時開示の社内体制の概要は、「情報開示に関する体制図」のとおりです。

【ディスクロージャーポリシー】

１．基本方針

　当社は、金融商品取引法に定める「フェア・ディスクロージャー・ルール」の趣旨を尊重し、公正で透明性の高い情報の適時、適切な開示と、株
主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様との対話を通じ、コミュニケーションの充実と信頼関係の維持、向上を図るとともに、企業経営の
質を高め、持続的な企業価値の向上に努めます。

２．情報開示の基準

　当社は、関係法令や東京証券取引所が定める規則に基づき、当社およびグループ会社等に関する開示すべき重要情報を適切に管理し、開示
内容の正確性を確保しつつ開示します。重要情報とは、具体的には、インサイダー取引規制の対象となる情報、および公表前の確定的な決算情
報であって有価証券の価額に重要な影響を与える情報を指します。

　また、法令や開示に関する規則等に定められた情報以外に、当社の経営方針や事業内容に対する理解を深めるために有用であると当社が判
断する情報（以下、「有用な情報」）についても、積極的に開示します。

３．情報開示の方法

　当社は、重要情報の開示については、金融商品取引所の適時開示情報伝達システム（TDnet）、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の
開示書類に関する電子開示システム（EDINET）を通じて行うとともに、開示後、速やかに当社ホームページにその内容を掲載します。

　 また、有用な情報についても、ニュースリリース、記者会見、説明会、当社ホームページへの資料掲載、IRメールの配信等を通じ、広く社外へ発

信します。

４．情報開示に関する社内体制

　当社は、株主・投資家との対話を促進するため、経営企画部内にIR推進室を配置し、経営企画部担当取締役がIR活動を統括します。情報開示
については、IR推進室を事務局とし、広報部、総務・労働部、経理部、財務企画部、経営企画部による情報開示の方針、情報開示活動の適切性
に関する協議に基づき、取締役会においてディスクロージャーポリシーを決定しています。

　当社は、このディスクロージャーポリシーに基づき、代表取締役または各開示情報を所管する担当役員を責任者として、情報開示を行います。

　取締役会は、経営企画部担当取締役から報告される情報開示活動について、内容を共有するとともに、適切性を確認します。

５．株主・投資家との対話とフィードバック

　株主・投資家との対話は、経営企画部IR推進室が実務担当としてその任にあたるともに、内容や日程等を勘案のうえ、取締役および経営幹部
(執行役員他)が面談に臨みます。

　対話の方法は、国内、海外における個別面談に加え、第1四半期・第3四半期に電話会議を、通期・第2四半期に決算説明会を開催します。また、
施設見学会、事業説明会、当社の主催するスモールミーティング等を適宜開催するほか、証券会社の主催するスモールミーティングやIRカンファ
レンス等に参加し、対話機会の創出に努めます。

　対話を通じていただいた意見等は、経営企画部担当取締役を通じて、定期的に取締役会へフィードバックされます。また、執行役員をはじめとす
る経営幹部ならびに社内関係先へも共有し、企業活動への反映を図ります。

６．未公表の重要情報の取扱い

　未公表の重要情報が、一部の資本市場参加者のみに選別的に開示されることのないよう、当該情報に関わる関係者に対し、ディスクロージャー
ポリシーの趣旨および情報管理の重要性について周知徹底を図ります。

７．沈黙期間

　当社は、決算情報の漏洩防止と開示の公正性の確保を目的に、決算期末日の翌日から決算発表日までを沈黙期間とし、決算の内容や業績の
見通し、計画に関するお問合わせへの対応を差し控えます。ただし、この沈黙期間中に業績予想を大きく外れる見込みが出てきた場合には、法令
や開示に関する規則に従い、適宜公表します。

８．業績予想および将来予測

　当社が開示する業績予想および経営戦略等に関する将来予測は、開示日現在において入手し得る情報に基づき合理的であると判断される一
定の前提に基づくものであり、実際の業績は、様々な要因により、開示した予想・予測と異なる可能性があります。

９．第三者による業績予想等

　当社は、当社に関する第三者によるいかなる意見や推奨、業績予想等について、原則としてコメントしません。ただし、著しい事実誤認や間違い
があれば、その旨指摘することがあります。





情報開示に関する体制図
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コーポレートガバナンス・コードへの当社対応方針と取組み
（2019年６⽉更新）

日本通運株式会社
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第１章 株主の権利・平等性の確保

【基本原則１】

上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を⾏うとともに、株 主がその権利を適切に⾏使す
ることができる環境の整備を⾏うべきである。 また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。
少数株主や外国⼈株主については、株主の権利の実質的な確保、権利⾏使に係る環境や実質的な平等性の確

保に課題や懸念が⽣じやすい⾯があることから、⼗分に配慮 を⾏うべきである。

【原則１－１．株主の権利の確保】

上場会社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保さ れるよう、適切な対応を⾏う
べきである。

【補充原則１－１①】

取締役会は、株主総会において可決には至ったものの相当数の反対票が投じられた会社提案議案があったと認め
るときは、反対の理由や反対票が多くなった原因の分析を⾏い、株主との対話その他の対応の要否について検討を⾏
うべきである。

当社は、国内外の株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対し、⾦融商品取引法等の関連
法令及び東京証券取引所の定める適時開⽰等に係る規則を遵守し、株主の権利が実質的かつ平等に確保され
るように迅速、正確、公平な情報提供に努めております。具体的には、ディスクロージャーポリシーに定めているとお
り、当社の経営⽅針や事業内容に対する理解を深めるために有⽤であると当社が判断する情報についても、積極
的に開⽰いたします。
また、⻑期ビジョンに掲げるコーポレートガバナンスを確⽴し、会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値向上

に資するよう、株主総会以外の場においても、株主の皆様との建設的な対話を促進する施策や体制整備に取り組
んでおります。
加えて、外国人株主の皆様向けに、グローバルサイトを設け、重要な情報については、英文版を掲載する等、情

報取得の平等性確保に努めております。
当社グローバルサイトのＩＲ関連ページは、以下のとおり。
URL:https://www.nipponexpress.com/ir/?link=top_global_navi

当社は、株主総会が株主の皆様との建設的な対話の場であることを認識するとともに、株主の権利が実質的か
つ平等に確保されるよう、速やかな情報開⽰と株主総会における議決権の⾏使が円滑に⾏える環境の整備に努
めております。

当社取締役会は、株主総会に提案した会社議案について、反対票の割合が３０％を超える等、必要と判断し
た場合において、反対の理由や原因の分析を⾏っております。また、分析の結果によっては、株主の皆様との対話
を含め対応の要否を検討しております。
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【補充原則１－１②】

上場会社は、総会決議事項の一部を取締役会に委任するよう株主総会に提案するに当たっては、自らの取締役
会においてコーポレートガバナンスに関する役割・責務を⼗分に果たし得るような体制が整っているか否かを考慮すべき
である。他⽅で、上場会社において、そうした体制がしっかりと整っていると判断する場合には、上記の提案を⾏うことが、
経営判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合があることを考慮に入れるべきである。

【補充原則１－１③】

上場会社は、株主の権利の重要性を踏まえ、その権利⾏使を事実上妨げることのないよう配慮すべきである。とりわ
け、少数株主にも認められている上場会社及びその役員に対する特別な権利（違法⾏為の差⽌めや代表訴訟提
起に係る権利等）については、その権利⾏使の確保に課題や懸念が⽣じやすい⾯があることから、⼗分に配慮を⾏う
べきである。

【原則１－２．株主総会における権利⾏使】

上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に⽴って、株主総会におけ
る権利⾏使に係る適切な環境整備を⾏うべきである。
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当社は、経営判断の機動性の観点から、法令及び定款の定めにより、株主総会における決議事項の⼀部のほ
か経営に関わる重要事項を取締役会において決定しております。当社取締役会は、社外取締役３名を含む取締
役９名及び社外監査役３名を含む監査役５名が出席し、経営判断の専門性及び客観性を確保しております。
また、決定した重要事項の執⾏については、機能分離の観点から、取締役会において選任し、担当職務を委嘱し
た執⾏役員が⾏い、取締役会はこれを監督しております。

当社は、会社法に定められている議題提案権や違法⾏為の差⽌め、株主代表訴訟提起等、⼀定割合以上の
株式数を持つ株主でなければ⾏使できない少数株主権について、当社株式取扱規程により、権利⾏使の⼿続き
等を定めており、適法かつ適正に対処するよう配慮しております。

当社は、株主総会が株主の皆様との建設的な対話の場であるとともに、会社の基本的な⽅針や重要な事項を
決定する最⾼意思決定機関であることを認識し、株主総会に株主様⾃⾝が出席して、質問または意⾒を述べるな
ど、決議に加わることができる権利として議決権の⾏使を確保しております。また、株主総会に出席できない株主の
皆様の意思を総会決議に反映させる⼿段として、代理人による議決権⾏使、郵送及びインターネット等による議
決権⾏使を導⼊しており、株主の皆様の実質的な権利を確保しております。
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第１章 株主の権利・平等性の確保

【補充原則１－２①】

上場会社は、株主総会において株主が適切な判断を⾏うことに資すると考えられる情報については、必要に応
じ適確に提供すべきである。

【補充原則１－２②】

上場会社は、株主が総会議案の⼗分な検討期間を確保することができるよう、招集通知に記載する情報の正確
性を担保しつつその早期発送に努めるべきであり、また、招集通知に記載する情報は、株主総会の招集に係る取締
役会決議から招集通知を発送するまでの間に、TDnet や自社のウェブサイトにより電子的に公表すべきである。
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【補充原則１－２③】

上場会社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮し、株主総会開催日
をはじめとする株主総会関連の日程の適切な設定を⾏うべきである。

当社は、法令及び東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく開⽰はもとより、当社ホームページにおいて株
主・投資家の皆様向けに株主総会関連書類を含むIR情報やニュースリリースなどの会社情報を適時に発信してお
ります。

当社は、定款の定めにより３⽉３１⽇を基準⽇とし、法令に基づく決算処理及び、それに係る会計監査の期間
を⼀定期間確保した上で、「定時株主総会招集ご通知」の早期発送に努めております。また、定時株主総会の4
週間前にＴＤnet及び当社ホームページにおいて、発送に先⽴ち「定時株主総会招集ご通知」の電⼦的公表を
⾏っております。

当社は、株主総会が株主の皆様との建設的な対話の場であると認識しており、より多くの株主の皆様が出席で
きるよう、法令に基づく決算処理及び、それに係る会計監査の期間を考慮し、適切と考える⽇程を設定しておりま
す。

【補充原則１－２④】

上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の⽐率等も踏まえ、議決権の電子⾏使を可能
とするための環境作り（議決権電子⾏使プラットフォームの利⽤等）や招集通知の英訳を進めるべきである。

当社は、議決権⾏使サイトにおけるインターネット、スマートフォン、携帯電話による議決権⾏使を導⼊しており、
加えて機関投資家の皆様向けの議決権電⼦⾏使プラットフォームに参加しております。また、海外投資家の皆様
向けに招集通知および事業報告の英語版を作成し、⽇本語版とあわせて当社ホームページに掲載しております。

当社グローバルサイトの関連ページは、以下のとおり。
https://www.nipponexpress.com/ir/event/meetings/
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第１章 株主の権利・平等性の確保

【補充原則１－２⑤】

信託銀⾏等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀⾏等に代わって自ら議決権の
⾏使等を⾏うことをあらかじめ希望する場合に対応するため、上場会社は、信託銀⾏等と協議しつつ検討を⾏うべき
である。
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【原則１－３．資本政策の基本的な⽅針】

上場会社は、資本政策の動向が株主の利益に重要な影響を与え得ることを踏まえ、資本政策の基本的な⽅針に
ついて説明を⾏うべきである。

当社は、事前の通知があり、名義人である信託銀⾏等の委任状を持参し、出席者本人との確認が出来る場合、
⼊場を認めております。ただし、発⾔、議決権の⾏使はできないオブザーバーとしての出席としております。

当社は、持続的な成⻑により株主価値を中⻑期的に⾼めるために、成⻑投資とリスク許容できる株主資本の⽔
準を保持することを基本として、以下のとおり基準や目安等を設定しております。

①株主資本利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標のひとつとして捉え、経営計画最終年度である２０２３年度
に１０％以上を目指します。

②企業価値を⾼めるため、投資案件については加重平均資本コスト（ＷＡＣＣ）を考慮し、ハードルレートを
５％といたします。

③安定的に成⻑投資資⾦を調達できる強固な財務基盤と財務⾯での⼀定の安全性を確保するため、Ｄ／Ｅレシ
オは、１．０以下を目安とし、⾃⼰資本⽐率は、３５％程度を目安といたします。

④株主還元については、配当⾦による安定的かつ継続的な利益還元を実施することとし、配当性向については、
３０％以上を目安といたします。また、配当および⾃⼰株式取得による株主還元分も含めた総還元性向を経営
計画期間（２０１９－２０２３年度）累計で５０％以上とすることを目安といたします。
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第１章 株主の権利・平等性の確保

【原則１－４．政策保有株式】

上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関する⽅針・考え
⽅など、政策保有に関する⽅針を開示すべきである。
また、毎年、取締役会で、個別の政策保有株式について、保有⽬的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資

本コストに⾒合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開
示すべきである。
上場会社は、政策保有株式に係る議決権の⾏使について、適切な対応を確保するための具体的な基準を策

定・開示し、その基準に沿った対応を⾏うべきである。
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政策保有株式に関しましては、縮減を基本とします。
但し、当社は、取引や業容の拡⼤、提携先との関係強化、協業促進等により当社の中⻑期的な企業価値向上

に資すると判断する場合、株式を政策的に保有することがあります。

政策保有株式については、毎年、銘柄毎に保有の合理性について、資本コストや保有による便益などを観点に取
締役会にて検証します。保有による便益は定量的な視点だけでなく、定性的な視点による評価も実施します。具
体的には以下の観点から検証を⾏います。

1. 株式保有による便益が当社の資本政策における資本コスト（ＷＡＣＣ）と⾒合っているか
2. 保有株式の時価に対して、相応の売上が計上されているなど、⼀定の商圏確保に貢献しているか
3. 現在において、関係強化や協業促進がなされている等、当社の企業価値向上に寄与しているか
4. 営業戦略上、将来において、取引や業容の拡⼤といった当社の企業価値向上が期待できるか

検証の結果、保有の合理性が薄れたと判断された銘柄は、資⾦の状況や株式市場の動向を踏まえて、保有数
量の全部または⼀部を適宜売却いたします。

政策保有株式の議決権⾏使について、以下の議案には反対いたします。

1. 株式の保有目的との整合性が取れなくなる恐れがある議案
2. 取引関係の維持・拡⼤を阻害する議案

なお、当社は発⾏体と定期的な対話を⾏い、保有株式の位置づけを確認することにしておりますが、発⾏体の急
激な業績低迷または取引関係希薄化が⾒られた場合は、速やかに対話の場を設けることに努め、議案賛否の参
考と致します。

6

コンプライ



【補充原則１－４①】

上場会社は、自社の株式を政策保有株式として保有している会社（政策保有株主）からその株式の売却等の意
向が示された場合には、取引の縮減を示唆することなどにより、売却等を妨げるべきではない。

【補充原則１－４②】

上場会社は、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を⼗分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株
主共同の利益を害するような取引を⾏うべきではない。

第１章 株主の権利・平等性の確保

当社は、政策保有株式として当社株式を保有している株主からその売却意向を受け取った場合、売却などを妨
げるような⾏為は致しません。

当社は、政策保有株主との取引において、その取引の合理性のみで取引の条件を取り決め、またその継続を判
断しており、株式保有を理由に⾮合理な取引は致しません。

【原則１－5．いわゆる買収防衛策】

買収防衛の効果をもたらすことを企図してとられる⽅策は、経営陣・取締役会の保身を⽬的とするものであって
はならない。その導入・運⽤については、取締役会・監査役は、株主に対する受託者責任を全うする観点から、
その必要性･合理性をしっかりと検討し、適正な⼿続を確保するとともに、株主に⼗分な説明を⾏うべきである。

当社は2017年５⽉９⽇の取締役会において、買収防衛策を継続しないことを決議いたしました。そのため、
2017年６⽉２９⽇開催の定時株主総会終結の時をもって、有効期間満了により廃⽌しております。また、現時
点において、再度導⼊する予定はありません。
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第１章 株主の権利・平等性の確保

【原則１－６．株主の利益を害する可能性のある資本政策】

⽀配権の変動や⼤規模な希釈化をもたらす資本政策（増資、ＭＢＯ等を含む）については、既存株主を不当に
害することのないよう、取締役会・監査役は、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性･合理性を
しっかりと検討し、適正な⼿続を確保するとともに、株主に⼗分な説明を⾏うべきである。

Copyright © 2019 NIPPON EXPRESS, All rights reserved.

【原則１－７．関連当事者間の取引】

上場会社がその役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を⾏う場合には、そうした取引が会社や株
主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会は、あらかじめ、取引の
重要性やその性質に応じた適切な⼿続を定めてその枠組みを開示するとともに、その⼿続を踏まえた監視（取引の承
認を含む）を⾏うべきである。

当社は、⽀配権の変動や⼤規模な株式の希釈化をもたらす資本政策を⾏う際、独⽴性の⾼い社外役員等の意
⾒を尊重しつつ、その検討過程や実施の目的等の情報を速やかに公表するとともに、必要に応じて、株主総会や決
算説明会等での説明を⾏うなど、株主の皆様への⼗分な説明に努めてまいります。

当社は、取締役の競業取引、取締役と会社間の取引及び利益相反取引について、独⽴社外役員を含む取締
役会において承認を受けることとしております。また、取締役、執⾏役員及び監査役における当社並びに連結⼦会
社との取引については、毎年、調査を⾏うとともに、「関連当事者の開⽰に関する会計基準」等の法令に基づき、
有価証券報告書にて適正に開⽰しております。現在、該当する取引はありません。
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【補充原則１－5①】

上場会社は、自社の株式が公開買付けに付された場合には、取締役会としての考え⽅（対抗提案があればその内
容を含む）を明確に説明すべきであり、また、株主が公開買付けに応じて株式を⼿放す権利を不当に妨げる措置を
講じるべきではない。

当社は2017年５⽉９⽇の取締役会において、買収防衛策を継続しないことを決議いたしました。そのため、
2017年６⽉２９⽇開催の定時株主総会終結の時をもって有効期間満了により廃⽌しております。
なお、買収防衛策の廃⽌後も、当社株式の⼤量買付け⾏為を⾏おうとする者に対しては、⼤量買付け⾏為の是

⾮を株主の皆様に適切に判断いただくために必要かつ⼗分な情報の提供を求めるとともに、当社の企業価値の向
上に資するものであるか等の視点に基づいて、独⽴社外役員を含む取締役会において慎重に検討し、その意⾒等
を速やかに開⽰することで、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、⾦融商品取引法、会社法
その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。また、株主が公開買付けに応じるこ
とについては、株主の権利を尊重し、不当に妨げることはいたしません。
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第２章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

【基本原則２】

上場会社は、会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社
会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを⼗分に認識し、これらのステー
クホルダーとの適切な協働に努めるべきである。
取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・⽴場や健全な事業活動倫理を尊重する企業⽂化・⾵⼟の

醸成に向けてリーダーシップを発揮すべきである。

Copyright © 2019 NIPPON EXPRESS, All rights reserved.

【原則２－１．中⻑期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定】

上場会社は、自らが担う社会的な責任についての考え⽅を踏まえ、様々なステークホルダーへの価値創造に配慮し
た経営を⾏いつつ中⻑期的な企業価値向上を図るべきであり、こうした活動の基礎となる経営理念を策定すべきであ
る。

当社は、社会とともに発展を目指す持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の創出のためには、幅広いステークホ
ルダーの皆様と双⽅向のコミュニケーションをもち、ステークホルダーの皆様の期待に応えるよう努めていくことが重
要と考えており、「⽇通グループ経営計画２０２３」において、「事業を通じた顧客・社会への貢献」「事業を通じた
社会課題解決への貢献」「ステークホルダーとの協働・共創」を掲げ、持続的成⻑と企業価値向上に取組んでいま
す。
具体的には、持続的成⻑と企業価値向上のためのＥＳＧ経営を推進し、事業の⼤前提となる「安全・安⼼」、

「コンプライアンス」を基本とした物流サービスを、世界中の人々に提供することで、社会的課題の解決と持続可能
な社会の発展に貢献することとしています。
また、取締役会をはじめ、社⻑を委員⻑とするコンプライアンス委員会、環境経営推進委員会及び経営陣のリー

ダーシップのもと、役員及び従業員⼀人ひとりが当社の「企業理念」に則り、ステークホルダーの皆様の権利・⽴場
や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・⾵⼟の醸成に取組んでいます。

当社取締役会は、創⽴70周年の2007年に、「⽇本通運グループ企業理念」を制定し、企業の存在意義を明
文化しております。これは、1958年に社員の⼼構えとして制定した社訓ともいえる「われらのことば」の精神を引き
継いだものであります。

【⽇本通運グループ企業理念】
私たちの使命 それは社会発展の原動⼒であること
私たちの挑戦 それは物流から新たな価値を創ること
私たちの誇り それは信頼される存在であること

2009年に策定した10年間の⻑期ビジョンの終わりにあたり、将来の⽇通グループのありたい姿として、2037年
に迎える創⽴100周年に向け、新たな⻑期ビジョンを策定いたしました。「グローバル市場で存在感を持つロジス
ティクスカンパニー」を事業の在りたい姿として位置付けました。
その実現のために、「⽇本通運グループ企業理念」を拠りどころに、「安全・コンプライアンス・品質」へのこだわりを

基本とした現場⼒、企業メッセ―ジ「We Find the Way」に表現されるお客様第⼀の姿勢、これらを変わらぬ価
値感を諸施策に乗せてグローバルに展開するとともに、挑戦的な企業⾵⼟へ企業の在り⽅を変革してまいります。
合わせて、「顧客・社会」、「株主」、「社員」にとっての企業像も明確化することで、これらのステークホルダーの皆様
と協働・共創による「イノベーションによる新たな価値創造」を実現し、持続的に企業価値の⾼めていくことを⻑期ビ
ジョン実現のための道筋として⽰しました。
「2037年ビジョン」を⽇通グループ全体で共有し、⼀丸となって取組むことでその実現を目指してまいります。
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第２章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

【原則２－２．会社の⾏動準則の策定・実践】

上場会社は、ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社としての
価値観を示しその構成員が従うべき⾏動準則を定め、実践すべきである。取締役会は、⾏動準則の策定・改訂の責
務を担い、これが国内外の事業活動の第一線にまで広く浸透し、遵守されるようにすべきである。

Copyright © 2019 NIPPON EXPRESS, All rights reserved.

【補充原則２－２①】

取締役会は、⾏動準則が広く実践されているか否かについて、適宜または定期的にレビューを⾏うべきである。その際
には、実質的に⾏動準則の趣旨・精神を尊重する企業⽂化・⾵⼟が存在するか否かに重点を置くべきであり、形式
的な遵守確認に終始すべきではない。

当社は、「⽇本通運グループ企業理念」において「物流を通じて社会に貢献し、豊かな未来を創る」という、⽇通グ
ループの企業としての在り⽅を明文化しております。さらにそれを具現化するために⽇々の活動のあり⽅を規定し、
⾏動の⽅向性を⽰す「⽇本通運グループ⾏動憲章」、適正な事業活動を⾏うための「⽇通グループコンプライアン
ス規程」を定めており、取締役会の決議により改廃を⾏っております。

取締役会は、これらの⾏動準則について必要に応じて⾒直しを図るとともに、重要な施策について適宜議題として
おります。

上記の⾏動準則については、各構成員が理解して⾏動するために随時確認できるよう、社内イントラネットへの
掲載や職場への掲⽰、また、「コンプライアンスハンドブック（⽇本語・英語・中国語）」として冊⼦にまとめ、海外
会社も含め、全ての⽇通グループ従業員を対象に配布しています。その他に階層別研修、新規雇⽤者研修などの
集合教育、職場における教育、eラーニングの実施により周知しております。

当社は、全従業員を対象とした無記名のコンプライアンスにかかわる従業員アンケートを2004年より毎年実施し、
コンプライアンス全般の浸透度合いを把握するように努め、結果については全役員及び従業員に開⽰するとともに、
それに基づいた対策を具体的に指⽰しております。

取締役会は、毎年アンケートの実施状況や結果の報告を受け、⽇本通運グループ⾏動憲章やコンプライアンス
規程等の⾏動準則の実践状況についてレビューするようにしております。
アンケートの内容は全般的なコンプライアンス意識の把握だけでなく、⾏動準則の趣旨・精神を尊重する企業文
化・⾵⼟が育まれているかを確認するため、形式的な遵守確認に終始しないよう配慮し、⾏動準則の浸透度の確
認をしています。アンケート結果を踏まえ、浸透度の低い事項について個別に改善するよう取組んでおります。

また、重⼤な内部通報事例やコンプライアンス委員会での決定事項については、コンプライアンスハンドブックや全
社に配信する社内報「ＣＳＲだより」、ｅラーニングへの掲載、教育資料に活⽤し、経営層を対象にした研修会等
においても取り上げて共有化を図り、⾏動準則の内容が広く効果的に実践されるよう取組んでいます。
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第２章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

【原則２－３．社会・環境問題をはじめとするサステナビリティーを巡る課題】

上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー（持続可能性）を巡る課題について、適切な対応を
⾏うべきである。

Copyright © 2019 NIPPON EXPRESS, All rights reserved.

【補充原則２－３①】

取締役会は、サステナビリティー（持続可能性）を巡る課題への対応は重要なリスク管理の一部であると認識し、
適確に対処するとともに、近時、こうした課題に対する要請・関心が⼤きく高まりつつあることを勘案し、これらの課
題に積極的・能動的に取り組むよう検討すべきである。

当社は、「⽇本通運グループ企業理念」において「物流を通じて社会に貢献し、豊かな未来を創る」という、⽇通グ
ループの企業としての在り⽅や社会との係わり⽅を明文化しております。
特に、環境への取組みについては、「⽇本通運グループ環境憲章」「環境規程」を定めて具体化するとともに、全

社的な環境経営の推進を図るために、「環境経営推進委員会」を設置し、環境経営推進施策を策定しております。
２０１７年４⽉（⼀部２０１８年４⽉追加）には、地球温暖化の防⽌と、循環型社会の構築に向けて以下
の⻑期目標を⽇本通運単体で設定しました。さらに、新たにグループ⻑期目標を設定し、グループ全体でＣＯ2削
減に取組んでいます。

○地球温暖化防⽌に向けた⻑期目標
⽇本通運単体
・総量目標：２０３０年までに対２０１３年⽐ＣＯ2排出量３０％削減
・原単位目標：売上⾼百万円当たりＣＯ2排出量を２０３０年までに２０１３年⽐３０％削減

国内グループ会社
・２０３０年までに対２０１３年⽐ＣＯ2排出量２０％削減

海外グループ会社
・各国状況を鑑み⽇本に準じて⾃主目標の設定

○循環型社会の構築に向けた目標
・産業廃棄物排出量を売上⾼当たりで、２０３０年まで毎年対前年１％削減する。（２０３０年まで）
・２０３０年度全社削減最終目標値を設定。

当社は化⽯燃料を利⽤しＣＯ2を排出する物流企業として、地球環境の保護は重要な課題であると認識し、
モーダルシフトや物流共同化の推進、環境負荷の少ない⾞両の導⼊を⾏うなど積極的に推進しております。
各年の具体的な取組みについては、ＣＳＲ報告書に掲載いたします。

当社は、持続的成⻑と企業価値向上のＥＳＧ経営を推進していくために、環境・社会・ガバナンス（安全・コン
プライアンス・品質）に関する取り組みは必須の課題であると認識し、取締役会においては、重要なリスク管理の
⼀部として議題とし、執⾏役員会においても、常時議題にしております。また、社会、経済環境の変化を踏まえ、
2014年に、「Nippon Express’ Global CSR」として海外会社も含め、統⼀したＣＳＲのグローバル展開に
取り組むことを決定し、「持続可能な地球のために」と各国の⾔葉で書かれたシンボルポスターを各職場に掲⽰し、
推進しております。
取組み状況については、ＣＳＲ報告書に掲載いたします。

CSR報告書をホームページに掲載しております。
https://www.nittsu.co.jp/corporate/csr/report/
（グローバルサイトのURL）
https://www.nipponexpress.com/about/csr/
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第２章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

【原則２－４．⼥性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

上場会社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、会社の持続的な
成⻑を確保する上での強みとなり得る、との認識に⽴ち、社内における⼥性の活躍促進を含む多様性の確保を推進
すべきである。

Copyright © 2019 NIPPON EXPRESS, All rights reserved.

【原則２－５．内部通報】

上場会社は、その従業員等が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な⾏為・情報開示に関
する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活⽤される
よう、内部通報に係る適切な体制整備を⾏うべきである。取締役会は、こうした体制整備を実現する責務を負うととも
に、その運⽤状況を監督すべきである。

当社は、グローバルロジスティクス企業として持続的な成⻑を実現するため、2017年5⽉1⽇にダイバーシティ推
進の専任部署を新設し、従業員の多様性を尊重して⼀人ひとりが活躍できる職場づくりを推進しております。具体
的な取組みについては、これまでの⼥性活躍推進に向けた取り組みを更に深度化することに加え、性別等にとらわ
れず、誰もが多様な働き⽅を実現しながら個性を発揮しあう職場⾵⼟の醸成を目指すため、以下４つの項目につ
いて重点的に取り組んでおります。

①離職率・年休取得率のKPI管理
②⻑期的なキャリアビジョンを描くための情報提供機会の創出・サポート実施
③管理職層等への研修を通じた多様な個性を尊重する職場⾵⼟の醸成
④年休取得のしやすい環境整備に向けた社内の周知啓発等

その他に当社では、中途採⽤の拡充や外国人の採⽤継続実施を通じて、多様な人材の確保・活⽤に努めており
ます。

当社は、2003年より内部通報制度に係る社内規程を策定し、内部通報の窓⼝を設け、全従業員に配布してい
るコンプライアンスハンドブックに掲載するとともに、社内イントラネット、社内報「ＣＳＲだより」への掲⽰、各職場に
ポスターを掲⽰する等、制度内容や受付窓⼝の周知を図っております。また、従業員が利⽤しやすく実効性のある
体制とするため、社内窓⼝に加え、社外にも独⽴した内部通報窓⼝を設置しております。

内部通報があった場合、ＣＳＲ推進部が通報に基づく調査の可否及び調査⽅法を決定し、通報者保護を前提
に、関連部署と連携の上、調査を実施するとともに、通報者への対応報告・是正確認を⾏っております。

また、社⻑を委員⻑とするコンプライアンス委員会は、内部通報について全件報告を受け、さらに内容分析や体
制の運⽤状況について検証を⾏っており、取締役会に対してはＣＳＲ推進部を分掌する取締役が内部通報制度
の運⽤状況について報告を⾏うとともにコンプライアンス委員会の実施状況を報告しております。取締役会は、内
部通報制度の運⽤状況の報告を受け、制度や組織、その他状況に応じて展開すべき施策について、審議・決議し
ております。
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第２章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

【補充原則２－５①】

上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独⽴した窓⼝の設置（例えば、社外取締役と
監査役による合議体を窓⼝とする等）を⾏うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁⽌に関する規
律を整備すべきである。

Copyright © 2019 NIPPON EXPRESS, All rights reserved.

【原則２－６．企業年⾦のアセットオーナーとしての機能発揮】

上場会社は、企業年⾦の積⽴⾦の運⽤が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与
えることを踏まえ、企業年⾦が運⽤（運⽤機関に対するモニタリングなどのスチュワードシップ活動を含む）の専門性を
高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運⽤に当たる適切な資質を持った⼈材の計画的な登
⽤・配置などの⼈事⾯や運営⾯における取組みを⾏うとともに、そうした取組みの内容を開示すべきである。その際、上
場会社は、企業年⾦の受益者と会社との間に⽣じ得る利益相反が適切に管理されるようにすべきである。

当社は、社内の内部通報窓⼝に加え、社外の窓⼝として弁護⼠事務所に社内から独⽴した内部通報窓⼝を設
置しております。社内、社外を問わず内部通報の重要な事案とその対応について、監査役、社外弁護⼠を含めたコ
ンプライアンス委員会で討議した内容を、取締役会に報告し、社外取締役および社外監査役から意⾒を求め、意
⾒反映をしております。

情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁⽌については、社外の窓⼝においても秘密保持の徹底を明確にしており、
情報提供者の特定につながる情報は、情報提供者の明⽰の同意がない限り、当社に対して秘匿とする旨、「ニッツ
ウ・スピークアップ規程」に明記しております。また、毎年実施しておりますコンプライアンス推進者会議において、全
担当者に情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁⽌について徹底するよう指⽰しております。

その他、当社従業員に対してもコンプライアンスハンドブック、社内イントラネット、社内報「CSRだより」などを通じ
て、当規程の周知徹底を図っております。

当社は、従業員の資産形成の⽀援および企業年⾦の運⽤リスクの軽減を図るため、2007年度より確定拠出
年⾦制度を採⽤しております。

従業員の資産形成⽀援に向けて、教育内容の充実を進めており、新社員教育として確定拠出年⾦セミナーを実
施し、資産運⽤を始めるにあたっての制度の基本的知識や、運⽤に関する注意事項等を周知しています。
また、年に1回加⼊者全員を対象として、ライフプランを踏まえた、⻑期投資・継続投資・分散投資の重要性等に

ついて投資教育を実施しているほか、実態に即した効果的な教育となるよう、運営管理機関と連携し、運⽤状況
のモニタリング結果にもとづいて、都度教育内容の⾒直しを実施しております。
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第３章 適切な情報開⽰と透明性の確保

【基本原則３】

上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報
等の⾮財務情報について、法令に基づく開示を適切に⾏うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に
取り組むべきである。
その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を⾏う上での基盤となることも踏まえ、そ

うした情報（とりわけ⾮財務情報）が、正確で利⽤者にとって分かりやすく、情報として有⽤性の高いものとなるように
すべきである。

Copyright © 2019 NIPPON EXPRESS, All rights reserved.

【原則３－１．情報開示の充実】

上場会社は、法令に基づく開示を適切に⾏うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的な
コーポレートガバナンスを実現するとの観点から、（本コードの各原則において開示を求めている事項のほか、）以下の
事項について開示し、主体的な情報発信を⾏うべきである。

（ⅰ）会社の⽬指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画
（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え⽅と基本⽅針
（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての⽅針と⼿続
（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を⾏うに当たっての⽅針と⼿続
（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を⾏う際の、

個々の選解任・指名についての説明

当社は、2011年4⽉に改定した「⽇本通運グループ⾏動憲章」において、「幅広いステークホルダーとのコミュニ
ケーションを⾏い、企業情報を積極的かつ公正に開⽰するとともに、その期待に応えるよう努め、相互理解を深めま
す。」として、企業の社会的責任を果たしていくことを宣⾔しております。

その実践のため、国内外の株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対して、法令に基づく開
⽰以外の情報であっても、株主との建設的な対話において有⽤と判断する情報については、財務・⾮財務情報と
もに、ニュースリリース、記者会⾒や説明会の実施、ホームページへの掲載等、様々な⼿段を通じて、適時、適切に
情報開⽰を⾏い、積極的に広く社外に発信しております。

当社は、「⽇本通運グループ企業理念」「⽇本通運グループ⾏動憲章」とともに、2017年には「⽇本通運
グループ企業メッセージ」を定め、当社ホームページにて開⽰しております。
https://www.nittsu.co.jp/corporate/philosophy-charter/
https://www.nittsu.co.jp/corporate/message.html

（グローバルサイトのURL）
https://www.nipponexpress.com/about/policy/

また、経営計画についても、当社ホームページにて開⽰しております。
https://www.nittsu.co.jp/ir/event/policy-meeting/

（グローバルサイトのURL）
https://www.nipponexpress.com/ir/event/plan/
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当社は、「⽇本通運グループ企業理念」に基づき、物流を通じて社会の課題を解決し、その持続的な発展と成⻑
を⽀えることをその使命と考えます。また、株主・投資家を含む全てのステークホルダーの皆様と協働するとともにそ
の⽴場を尊重していくことが、企業としての持続的な成⻑と企業価値向上の実現につながると考えております。
そのためには、コンプライアンスの徹底、経営の透明性の確保とともに、「迅速な意思決定によるスピード経営の実
現」と「責任体制の明確化」が重要であり、その仕組みを構築し、機能させることがコーポレートガバナンスの基本的
な考え⽅となります。この基本的な考えに基づき、コーポレートガバナンスの継続的な進化と充実に取組みます。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え⽅のホームページのURLは下記の通りです
https://www.nittsu.co.jp/ir/governance/index.html
（グローバルサイトのURL）

https://www.nipponexpress.com/ir/governance/

【⽇本通運グループ企業理念】
私たちの使命 それは社会発展の原動⼒であること
私たちの挑戦 それは物流から新たな価値を創ること
私たちの誇り それは信頼される存在であること
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（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え⽅と基本⽅針

当社は、役員の報酬と賞与について規程を定めており、職責、経営執⾏状況等に基づき、取締役の報酬額およ
び賞与については取締役会で、監査役の報酬額については監査役の協議により決定しております。また、当社では
役員報酬決定のプロセスについて内規を定めており、取締役会の諮問機関として設置した、委員の４名中３名を
独⽴社外取締役とする任意の報酬・指名諮問委員会にて、当該内規に基づいて審議を⾏い、その答申を踏まえて
報酬を決定しております。具体的⾦額については、2006年6⽉29⽇開催の第100回定時株主総会において決
議した⾦額の範囲内において、会社業績、他社⽔準及び従業員給与等を考慮し、決定しております。

なお、当社は、従来の役員報酬と役員賞与に加え、2016年9⽉から取締役および執⾏役員（但し社外取締
役および国外居住者は除く）に対し、当社の中⻑期的な企業価値と株主価値の向上に対する貢献意識の⼀層
の向上を図ることを目的とした信託を⽤いた業績連動型株式報酬制度を導⼊いたしました。当制度については、従
来の基本報酬の⼀部を原資としており、制度対象者の役位や全社業績の目標達成度等に応じて変動する数の当
社株式を報酬として交付する制度で、当初の評価対象期間である３事業年度が終了しました。当制度については、
2019年6⽉開催の定時株主総会での承認を経て、評価対象期間を５事業年度とした新たな制度を開始いたし
ました。事業年度毎、及び評価対象期間終了後に、連結売上⾼、連結営業利益、連結ＲＯＥ（⾃⼰資本利益
率）等の指標を元に業績評価を⾏います。
株式の交付とともに、所得税等の納税に⽤いるため、交付する株式の⼀部を信託内で換価の上、⾦銭で給付い

たします。交付する当社株式数については、計算⽅法や交付時期等のルールについて定めた株式交付規程に基づ
き決定しております。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての⽅針と⼿続

https://www.nittsu.co.jp/ir/governance/index.html
https://www.nipponexpress.com/ir/governance/
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当社取締役会は、取締役候補者の選任にあたり、人格・識⾒、企業経営の経験、法律・会計等の専門性、学
識経験など多様なスキルの人材を選任しております。
また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者を選任するにあたっても、会社法第2条第15号及び第16号

における社外取締役及び社外監査役の各要件を満たし、人格・識⾒とも優れ、他社の経営者として豊富な経験を
有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する⽴場に適した人材であるという観点から選任しております。

その選任及び解任にあたっては、取締役会の諮問機関として、委員の４名中３名を独⽴社外取締役とする任
意の報酬・指名諮問委員会を設置し、その答申を踏まえております。
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（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を⾏うに当たっての⽅針と⼿続

当社は、取締役及び監査役候補者の経歴および選任理由について、「定時株主総会招集ご通知」に記載し、
ホームページにおいて開⽰しております。

「定時株主総会招集ご通知」のホームページのURLは、下記の通りです。
https://www.nittsu.co.jp/ir/event/general-meeting/
（グローバルサイトのURL）

https://www.nipponexpress.com/ir/event/meetings/

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を⾏う際の、
個々の選解任・指名についての説明

【補充原則３－１①】

上記の情報の開示（法令に基づく開示を含む）に当たって、取締役会は、ひな型的な記述や具体性を⽋く記述を
避け、利⽤者にとって付加価値の高い記載となるようにすべきである。

当社取締役会は、国内外の株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様との⻑期的な信頼関係
を構築するため、情報開⽰にあたっては、平易かつ具体的な記載を⾏うように努め、また、株主のアクセスが容易と
なる多様な⽅法で迅速、正確かつ公正公平に開⽰しております。

【補充原則３－１②】

上場会社は、自社の株主における海外投資家等の⽐率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・
提供を進めるべきである。

当社は、グループの事業展開を踏まえ、英語版のホームページを開設しております。ＣＳＲ報告書、アニュアルレ
ポート等については英語版を発⾏しており、定時株主総会招集通知、決算説明資料については当社ホームページ
等で英語による情報の開⽰、提供を実施しております。

当社グローバルサイトのURLは、以下のとおり。
https://www.nipponexpress.com/
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【原則３－２．外部会計監査⼈】

外部会計監査⼈及び上場会社は、外部会計監査⼈が株主・投資家に対して責務を負っていることを認識し、適
正な監査の確保に向けて適切な対応を⾏うべきである。
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【補充原則３－２①】

監査役会は、少なくとも下記の対応を⾏うべきである。

（ⅰ） 外部会計監査⼈候補を適切に選定し外部会計監査⼈を適切に評価するための基準の策定
（ⅱ） 外部会計監査⼈に求められる独⽴性と専門性を有しているか否かについての確認

当社では、監査役会及び内部監査部門である監査部が連携して、外部会計監査人の⽇程の調整を含む適切
な環境の提供によって、外部会計監査人の適正な監査を確保するよう努めております。

当社監査役会は、外部会計監査人の職務遂⾏における適正性確保の体制、監査⽅針、計画、監査⽇数、時
間、監査の⽅法・監査結果の報告内容等によって、外部会計監査人を評価し、選定しております。

評価にあたっては、外部会計監査人から監査実施報告書を受領して内容を確認することはもとより、外部会計監
査人の監査講評への⽴会いに加え、四半期毎に年4回開催する「監査協議会」において、外部会計監査人との意
⾒及び情報の交換を実施するとともに、不定期の意⾒交換会をもつようにしております。

また、監査役会で定めた評価事項をもとに、外部会計監査人の監査チームの独⽴性を、外部会計監査人を評
価するための基準の⼀つとして捉え、適宜確認いたしております。
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（ⅰ）外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定

（ⅱ）外部会計監査人に求められる独⽴性と専門性を有しているか否かについての確認

当社監査役会は、外部会計監査人の独⽴性については、

①会社との間に、経済的あるいは⾝分的に特別の利害関係のないこと。
②監査の実施、意⾒の表明など、監査⼿続の全般にわたって⾃⼰の信念に従い公正不偏であること。

が求められるものと判断しており、現在の外部会計監査人である「ＥＹ新⽇本有限責任監査法人」がこの要件を
満たしているものと判断いたしております。
また、「ＥＹ新⽇本有限責任監査法人」については、会計基準・会計慣⾏等に照らして適法かつ適正に、正当な

注意をもって会計監査を実施しており、専門性が求められる会計監査人の職務を⼗分尽くしていると判断しており
ます。

コンプライ

コンプライ



第３章 適切な情報開⽰と透明性の確保
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【補充原則３－２②】

取締役会及び監査役会は、少なくとも下記の対応を⾏うべきである。

（ⅰ） 高品質な監査を可能とする⼗分な監査時間の確保
（ⅱ） 外部会計監査⼈からＣＥＯ・ＣＦＯ等の経営陣幹部へのアクセス（⾯談等）の確保
（ⅲ） 外部会計監査⼈と監査役（監査役会への出席を含む）、内部監査部門や社外取締役との⼗分な連携

の確保
（ⅳ） 外部会計監査⼈が不正を発⾒し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合の会社側の

対応体制の確⽴

当社では、内部監査部門である監査部が、外部会計監査人との事前協議を実施の上、監査役の監査計画も
踏まえて監査スケジュールを策定しております。また、監査時間については、監査役の監査計画が内部監査と連携
するスケジュールとなるように監査役会での協議を⾏い、内部監査が監査役監査の補完機能を果たすように配慮
しております。その上で内部監査について、実査（監査）、監査懇談会、フォロー監査の段階を踏むことで、⼗分
な監査時間を確保しております。
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（ⅰ）⾼品質な監査を可能とする⼗分な監査時間の確保

（ⅱ）外部会計監査人からＣＥＯ・ＣＦＯ等の経営陣幹部へのアクセス（⾯談等）の確保

当社では、外部会計監査人からの要請に基づき、毎会計年度の会計監査の実施にあたって、社⻑、副社⻑、財
務担当取締役他が参加するディスカッションの場を設けており、常勤監査役も出席しております。また、随時の要請
にも応えるようにしております。

当社では、外部会計監査人と監査役及び内部監査部門（監査部）相互について、監査役による内部監査へ
の⽴会、監査役による外部会計監査人による監査への⽴会、四半期毎に開催する「監査協議会」等を通じて、⼗
分な連携が確保されているものと判断しております。

また、内部統制（J-SOX）監査においては、全社的内部統制の対象とする会社の選定はもとより、業務記述
書等の策定にも関与を求めており、これらによって、外部会計監査人が当社の業務の内容により精通することを可
能とする体制となっております。さらに、社外取締役との連携については、取締役会の事務局である総務・労働部を
通じて、必要に応じて対応しております。

（ⅲ）外部会計監査人と監査役（監査役会への出席を含む）、内部監査部門や社外取締役との⼗分な連携の
確保

（Ⅳ）外部会計監査人が不正を発⾒し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合の会社側
の対応体制の確⽴

当社では、監査役が外部会計監査人から、不正の⾏為または法令もしくは定款に違反する重⼤な事実がある
旨の報告等を受けた場合には、監査役会において審議の上、必要な調査を⾏い、取締役に対して助⾔または勧
告を⾏うなど必要な措置を講じることとしております。

コンプライ



第４章 取締役会等の責務

【基本原則４】

上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成⻑と中⻑期的な企業
価値の向上を促し、収益⼒・資本効率等の改善を図るべく、

(1) 企業戦略等の⼤きな⽅向性を示すこと
(2) 経営陣幹部による適切なリスクテイクを⽀える環境整備を⾏うこと
(3) 独⽴した客観的な⽴場から、経営陣（執⾏役及びいわゆる執⾏役員を含む）・取締役に対する実効性の高い

監督を⾏うこと

をはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。
こうした役割・責務は、監査役会設置会社（その役割・責務の一部は監査役及び監査役会が担うこととなる）、

指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社など、いずれの機関設計を採⽤する場合にも、等しく適切に果た
されるべきである。
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【原則４－１．取締役会の役割・責務(1)】

取締役会は、会社の⽬指すところ（経営理念等）を確⽴し、戦略的な⽅向付けを⾏うことを主要な役割・責務の
一つと捉え、具体的な経営戦略や経営計画等について建設的な議論を⾏うべきであり、重要な業務執⾏の決定を
⾏う場合には、上記の戦略的な⽅向付けを踏まえるべきである。

当社取締役会は、経営計画、法令や定款に定める事項及び重要な業務執⾏事項を決定しております。経営計
画については、社外取締役を含む取締役会にて協議を重ね、創⽴100周年に向けた⻑期ビジョンを策定し、その
⻑期ビジョンに向けた、最初の5カ年計画である「⽇通グループ経営計画２０２３『⾮連続な成⻑〜Dynamic 
Growth〜』」を決議いたしました。

「取締役会規程」「取締役会付議基準」「職制」「業務分掌規程」及び「委任規程」等を定めて、取締役と各部署
の職務と責任を明確にすることで、適切なリスクテイクを⽀える環境整備を⾏っております。また当社は、監査役会
設置会社ですが、全般的執⾏⽅針の協議機関として経営会議を設置し、迅速な意思決定及び業務執⾏を目的
として執⾏役員制を導⼊することで、取締役会においては、業務執⾏の監督とより重要な業務執⾏の決定を⾏っ
ております。

また、当社は、社外取締役・社外監査役を選任し、透明性の⾼い経営の実現に取り組んでおります。特に重要な、
報酬・指名に関する事項を協議する任意の諮問機関として、委員の４名中３名を独⽴社外取締役で構成される
報酬・指名諮問委員会を設置し、その答申を踏まえて、取締役会にて決定いたします。
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当社取締役会は、社外取締役の知⾒を取り⼊れ、５ヵ年の中期経営計画を策定し、その計画に基づき、「取締
役会規程」及び「取締役会付議基準」の定めるところに従い、法令、定款に定める事項及び重要な業務執⾏事項
について建設的な議論の上、決定しております。

コンプライ

コンプライ



第４章 取締役会等の責務

【補充原則４－１②】

取締役会・経営陣幹部は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に⽴ち、その実現に向
けて最善の努⼒を⾏うべきである。仮に、中期経営計画が⽬標未達に終わった場合には、その原因や自社が⾏った対
応の内容を⼗分に分析し、株主に説明を⾏うとともに、その分析を次期以降の計画に反映させるべきである。
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【補充原則４－１③】

取締役会は、会社の⽬指すところ（経営理念等）や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者（ＣＥＯ）
等の後継者計画（プランニング）の策定・運⽤に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が⼗分な時間と資
源をかけて計画的に⾏われていくよう、適切に監督を⾏うべきである。

当社は、経営会議、取締役会において経営計画を決議し、目標の達成に向けて、最⼤限取り組んでおります。
経営計画の進捗については、決算説明会や株主総会等において、都度報告を⾏っております。また取締役会にて、

担当取締役より、⼤型投資案件等の重要事項の結果、経過および進捗等について報告を⾏っております。仮に、
経営計画が目標未達に終わった場合には、未達部分の原因や実施した施策内容の分析を⾏い、決算説明会等
において、株主等に説明を⾏うとともに、次期計画に反映させてまいります。
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⽇通グループを牽引する執⾏役員の選抜、育成には⻑期間にわたるプロセスがあります。
各部門における評価上位者に対して、顧客対応や経営管理など多くの会社経営の要素を網羅する⽀店⻑職や

関連⼦会社社⻑職、海外⼦会社社⻑職、また全社的経営施策を⽴案・遂⾏する本社部⻑職等の重要な職責を
担わせ、その過程と結果を踏まえて、代表取締役、人事担当役員、部門担当役員等の複数の目で、経営幹部と
しての資質を評価いたします。このプロセスを異なるポストで繰り返し、最終候補者を選抜いたします。
報酬・指名諮問委員会は、最終候補者について、改めて経営幹部としての資質を評価し、取締役会に推薦、取

締役会で執⾏役員を決定いたします。
各部門担当取締役は、取締役会メンバーとしてのみならず、⼀連の選抜・指導・評価のプロセス全体に深く関与

いたします。
最⾼経営責任者の選抜は、報酬・指名諮問委員会での評価、推薦に基づき取締役会で決定いたします。
最⾼経営責任者候補者には、広い視野と経営リテラシーを養うべく様々な能⼒開発の機会を与えるとともに、経

営戦略に沿って重要な課題のある部門を担当させます。
取締役会は、部門責任者としての成果はもちろん、その過程を深く評価しております。

【補充原則４－１①】

取締役会は、取締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対する委任
の範囲を明確に定め、その概要を開示すべきである。

当社取締役会は、「取締役会規程」及び「取締役会付議基準」に従い、法令、定款に定める事項及び重要な業
務執⾏事項を決定しておりますが、意思決定の迅速化、取締役会の監督機能の強化を目的として、個別の業務
執⾏事項については、業務の執⾏を担う執⾏役員に最⼤限委任しております。

コンプライ

コンプライ

コンプライ



第４章 取締役会等の責務

【原則４－２．取締役会の役割・責務(2)】

取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを⽀える環境整備を⾏うことを主要な役割・責務の一つと捉え、
経営陣からの健全な企業家精神に基づく提案を歓迎しつつ、説明責任の確保に向けて、そうした提案について独⽴し
た客観的な⽴場において多⾓的かつ⼗分な検討を⾏うとともに、承認した提案が実⾏される際には、経営陣幹部の
迅速・果断な意思決定を⽀援すべきである。

また、経営陣の報酬については、中⻑期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に
資するようなインセンティブ付けを⾏うべきである。
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【補充原則４－２①】

取締役会は、経営陣の報酬が持続的な成⻑に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性あ
る⼿続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定すべきである。その際、中⻑期的な業績と連動する報酬
の割合や、現⾦報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである。

当社取締役会は、取締役及び業務の執⾏を担う執⾏役員から提案を受け、経営会議の協議を踏まえ、独⽴社
外取締役を含む取締役会において当該提案の執⾏を決定しております。決定後は、当該提案した取締役及び業
務の執⾏を担う執⾏役員が中⼼となり、迅速かつ適正に当該提案を実⾏しております。
報酬の構成としては、⽉額報酬と賞与および中⻑期インセンティブとしての業績連動型株式報酬で構成しており

ます。⽉額報酬については、固定報酬と中⻑期インセンティブとしての株式取得報酬で構成しておりますが、社外
取締役の報酬は固定報酬のみとしております。
当社では役員報酬決定のプロセスについて内規を定め、持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とす

ることを⽅針としており、その⽅針に基づき導⼊したのが中⻑期インセンティブの業績連動型株式報酬制度となりま
す。
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当社は、役員の報酬と賞与について規程を定めており、職責、経営執⾏状況等に基づき、取締役の報酬額およ
び賞与については取締役会で、監査役の報酬額については監査役の協議により決定しております。また、当社では
役員報酬決定のプロセスについて内規を定めており、取締役会の諮問機関として設置した、委員の４名中３名を
独⽴社外取締役とする任意の報酬・指名諮問委員会にて、当該内規に基づいて審議を⾏い、その答申を踏まえて
報酬を決定しております。具体的⾦額については、2006年6⽉29⽇開催の第100回定時株主総会において決
議した⾦額の範囲内において、会社業績、他社⽔準及び従業員給与等を考慮し、決定しております。

なお、当社は、従来の役員報酬と役員賞与に加え、2016年9⽉から取締役および執⾏役員（但し社外取締
役および国外居住者は除く）に対し、当社の中⻑期的な企業価値と株主価値の向上に対する貢献意識の⼀層
の向上を図ることを目的とした信託を⽤いた業績連動型株式報酬制度を導⼊いたしました。当制度については、従
来の基本報酬の⼀部を原資としており、制度対象者の役位や全社業績の目標達成度等に応じて変動する数の当
社株式を報酬として交付する中⻑期的なインセンティブの制度で、当初の評価対象期間である３事業年度が終
了したことに伴い、当制度については、201９年6⽉開催の定時株主総会での承認を経て、評価対象期間を５事
業年度とした新たな制度の適⽤を開始しました。事業年度毎、及び評価対象期間終了後に、連結売上⾼、連結
営業利益、連結ＲＯＥ（⾃⼰資本利益率）等の指標を元に業績評価を⾏います。

株式の交付とともに、所得税等の納税に⽤いるため、交付する株式の⼀部を信託内で換価の上、⾦銭で給付い
たします。交付する当社株式数については、計算⽅法や交付時期等のルールについて定めた株式交付規程に基づ
き決定しております。
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【原則４－３．取締役会の役割・責務(3)】

取締役会は、独⽴した客観的な⽴場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を⾏うことを主要な役割・
責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を⾏い、その評価を経営陣幹部の⼈事に適切に反映すべきである。
また、取締役会は、適時かつ正確な情報開示が⾏われるよう監督を⾏うとともに、内部統制やリスク管理体制を適

切に整備すべきである。
更に、取締役会は、経営陣・⽀配株主等の関連当事者と会社との間に⽣じ得る利益相反を適切に管理すべきで

ある。
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【補充原則４－３①】

取締役会は、経営陣幹部の選任や解任について、会社の業績等の評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い⼿続に
従い、適切に実⾏すべきである。

当社取締役会は、取締役として株主の皆様からの経営の委任に応え、その職務と責任を全うできる適任者を候
補者として選定しております。
また、関係各部門が連携して、適時・正確な情報開⽰や内部統制、リスク管理に取り組む体制としております。

更に、関連当事者と会社間の取引の有無を確認する調査を実施し、「関連当事者の開⽰に関する会計基準」等
の法令に基づき、その調査の結果を有価証券報告書にて適正に開⽰しております。
業績については毎⽉、取締役会の中で報告し、適宜議論を⾏っております。
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当社は2016年7⽉より、役員の報酬・指名などの重要な事項に関して独⽴社外取締役の意⾒を得るため、取
締役会の諮問機関として独⽴社外取締役を過半数とする、公正かつ透明性の⾼い、任意の報酬・指名諮問委員
会を設置いたしました。
取締役候補者及び執⾏役員の選任にあたっては、委員の４名中３名を独⽴社外取締役とする任意の報酬・指

名諮問委員会にて審議し、その審議結果を取締役会に答申して、取締役会の決定に基づき選任しております。

【補充原則４－３②】

取締役会は、ＣＥＯの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時
性・透明性ある⼿続に従い、⼗分な時間と資源をかけて、資質を備えたＣＥＯを選任すべきである。

当社取締役会は、取締役及び代表取締役の選任にあたり、人格・識⾒、企業経営の経験、法律・会計等の専
門性、学識経験など多様なスキルの人材を選任しております。
その選任にあたっては、取締役会の諮問機関として、委員の４名中３名を独⽴社外取締役とする任意の報酬・

指名諮問委員会を設置し、その答申を踏まえております。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっても、報酬・指名諮問委員会の答申を踏まえ、会社法第

2条第15号及び第16号における社外取締役及び社外監査役の各要件を満たし、人格・識⾒とも優れ、他社の
経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する⽴場に適した人材であるという
観点から選任しております。
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【補充原則４－３③】

取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、ＣＥＯがその機能を⼗分発揮していないと認められる場合に、
ＣＥＯを解任するための客観性・適時性・透明性ある⼿続を確⽴すべきである。
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【補充原則４－３④】

コンプライアンスや財務報告に係る内部統制や先を⾒越したリスク管理体制の整備は、適切なリスクテイクの裏付けと
なり得るものであるが、取締役会は、これらの体制の適切な構築や、その運⽤が有効に⾏われているか否かの監督に
重点を置くべきであり、個別の業務執⾏に係るコンプライアンスの審査に終始すべきではない。

取締役及び代表取締役の解任については、取締役会の諮問機関として設置した、委員の４名中3名を独⽴社
外取締役とする任意の報酬・指名諮問委員会にて審議を⾏い、その答申を踏まえて取締役会にて解任案を決定
いたします。また、やむを得ない事情がある場合は、報酬・指名諮問委員会の委員⻑の発議によって審議を⾏い、
その答申を踏まえて取締役会にて解任案を決定いたします。
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当社取締役会は、コンプライアンス推進部門やJ－SOX推進部門を設置し、リスク発生の未然防⽌並びにリスク
管理に取り組む体制を構築しております。
コンプライアンス推進部門は、「⽇通グループコンプライアンス規程」を定め、従業員が取るべき⾏動規範を制定し、

浸透を図っております。また、J－SOX推進部門は、財務報告に係る内部統制が機能していることの監査・確認を
⾏い、全社的な内部統制の状況及び業務プロセスの適正性をモニタリングしています。監査等の結果は、代表取
締役をはじめ監査役へ随時報告を⾏っております。

【原則４－４．監査役及び監査役会の役割・責務】

監査役及び監査役会は、取締役の職務の執⾏の監査、外部会計監査⼈の選解任や監査報酬に係る権限の⾏
使などの役割・責務を果たすに当たって、株主に対する受託者責任を踏まえ、独⽴した客観的な⽴場において適切な
判断を⾏うべきである。
また、監査役及び監査役会に期待される重要な役割・責務には、業務監査・会計監査をはじめとするいわば「守り

の機能」があるが、こうした機能を含め、その役割・責務を⼗分に果たすためには、自らの守備範囲を過度に狭く捉える
ことは適切でなく、能動的・積極的に権限を⾏使し、取締役会においてあるいは経営陣に対して適切に意⾒を述べる
べきである。

当社監査役会は、常勤監査役３名中１名が社外監査役であり、社外監査役である⾮常勤監査役２名ととも
に、独⽴した⽴場で監査役としての責務を果たしており、社外監査役全員を独⽴役員として東京証券取引所に届
け出ております。
また、各監査役は、それぞれ⾼い専門知識や豊富な経験を有している者であります。うち１名は、⾦融機関にお

ける⻑年の経験があり、監査役全員がそれぞれの知識や経験を活かして、取締役会でも意⾒を述べております。
監査計画においては、内部監査部門や他関係部署との連携を図った上で、⽀店、国内外の⼦会社への往査の計
画を策定し、往査結果について代表取締役に報告をする体制をとっております。なお、監査計画は固定化した計画
とせず、監査役の判断で臨機応変に対処するようにしております。
また、主要⼦会社の監査役と定期的に会合をもち、親会社としての監査⽅針についてのガバナンス強化を図って

おります。
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【補充原則４－４①】

監査役会は、会社法により、その半数以上を社外監査役とすること及び常勤の監査役を置くことの双⽅が求められ
ていることを踏まえ、その役割・責務を⼗分に果たすとの観点から、前者に由来する強固な独⽴性と、後者が保有する
高度な情報収集⼒とを有機的に組み合わせて実効性を高めるべきである。また、監査役または監査役会は、社外取
締役が、その独⽴性に影響を受けることなく情報収集⼒の強化を図ることができるよう、社外取締役との連携を確保す
べきである。

当社監査役会は、監査役５名中３名が社外監査役であり、独⽴性の⾼い監査役会の構成となっております。
常勤監査役は３名で、実効性の⾼い監査役会を構築し、それぞれの監査役は、取締役会はもとより、経営会議や
執⾏役員会等の業務執⾏に関する重要な会議にも出席して意⾒を述べるなど、取締役と常時意⾒交換できる体
制と環境を整えております。
また、監査役監査の結果については、監査役から社外取締役への個別説明の機会を設定しており、他にも各監

査役が適宜社外取締役と意⾒交換を⾏うことなどによって、社外取締役との連携を図っております。

【原則４－５．取締役・監査役等の受託者責任】

上場会社の取締役・監査役及び経営陣は、それぞれの株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適
切な協働を確保しつつ、会社や株主共同の利益のために⾏動すべきである。

当社の取締役・監査役及び執⾏役員は、各ステークホルダーの皆様に対して必要な情報を適時・正確に提供す
るとともに、会社や株主共同の利益を⾼めるため、取締役会等の重要な会議に出席し、経営計画をはじめとする
会社の重要事項の決定や意⾒等を⾏い、株主からの受託者責任を果たしております。

【原則４－６．経営の監督と執⾏】

上場会社は、取締役会による独⽴かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべく、業務の執⾏には携わらない、
業務の執⾏と一定の距離を置く取締役の活⽤について検討すべきである。

当社は、取締役９名のうち社外取締役を３名選任しており、当該取締役が、独⽴した客観的な⽴場から、取締
役会の業務執⾏を監督することにより、監督機能の強化を図り、経営の透明性の向上に努めております。
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【原則４－８．独⽴社外取締役の有効な活⽤】

独⽴社外取締役は会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべき
であり、上場会社はそのような資質を⼗分に備えた独⽴社外取締役を少なくとも２名以上選任すべきである。
また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、少なくとも３分の１以上の独⽴
社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、⼗分な⼈数の独⽴社外取締役を選任
すべきである
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当社は、取締役９名のうち独⽴社外取締役を３名選任しております。３名ともに人格・識⾒ともに優れ、専門的
な知識や豊富な経験を有し、⼀般株主との利益相反のおそれがないことから、その独⽴性に問題はなく、独⽴役員
として登録しております。
独⽴した社外監査役３名を含めた現⾏のガバナンス体制は、⼗分に経営の監督及び監視等の機能を果たして

おり、現時点において、社外取締役を増員する必要はないと考えております。ただし、今後当社を取り巻く経営環境
等に変化があった場合には、必要に応じて候補者の選任を検討してまいります。
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【原則４－７．独⽴社外取締役の役割・責務】

上場会社は、独⽴社外取締役には、特に以下の役割・責務を果たすことが期待されることに留意しつつ、その有効
な活⽤を図るべきである。

（ⅰ）経営の⽅針や経営改善について、自らの知⾒に基づき、会社の持続的な成⻑を促し中⻑期的な企業価値
の向上を図る、との観点からの助⾔を⾏うこと

（ⅱ）経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を⾏うこと
（ⅲ）会社と経営陣・⽀配株主等との間の利益相反を監督すること
（ⅳ）経営陣・⽀配株主から独⽴した⽴場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意⾒を取締役会に適切

に反映させること

当社は、専門的な知識や豊富な経験を有する⼤学教授、弁護⼠など独⽴社外取締役を３名選任しております。
独⽴社外取締役はその専門的な知識と豊富な経験に基づき、経営⽅針や経営計画等に対して独⽴した⽴場から
助⾔を⾏い、意⾒を述べるとともに、取締役における業務執⾏の監督及び取締役や主要株主等との利益相反取
引の監督などを⾏っております。また、公正・中⽴の⽴場からステークホルダーの皆様⽅の意⾒にも配慮しておりま
す。
2016年7⽉からは、役員の報酬・指名などの重要な事項に関して独⽴社外取締役の意⾒を得るため、取締役

会の諮問機関として独⽴社外取締役を過半数とする、公正かつ透明性の⾼い、任意の報酬・指名諮問委員会を
設置しておりますが、独⽴社外取締役３名は当該委員会の委員として、取締役の選解任や報酬について独⽴した
⽴場から意⾒を述べるとともに、経営の監督を⾏っております。
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【補充原則４－８①】

独⽴社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、例えば、独⽴社外者のみを構成
員とする会合を定期的に開催するなど、独⽴した客観的な⽴場に基づく情報交換・認識共有を図るべきである。

当社社外取締役は、取締役会議案の事前説明を受け、議案に対する理解を深めるとともに、取締役会終了後、
毎回社外取締役のみの⾮公式なミーティングを開催しているほか、独⽴した客観的な⽴場に基づく情報交換・認
識共有を図るため独⽴社外取締役及び独⽴社外監査役のみの意⾒交換会を半期に⼀度に開催しております。

【補充原則４－８②】

独⽴社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独⽴社外取締役」を決定することなどにより、経営陣との連絡・調整
や監査役または監査役会との連携に係る体制整備を図るべきである。

当社では、筆頭独⽴社外取締役は決定していませんが、取締役会事務局を所管する執⾏役員が、定例の取締
役会開始前に独⽴社外取締役と意⾒交換を⾏っている他、必要に応じて、社⻑をはじめとする経営陣との意⾒交
換も⾏っております。
また、定期的に独⽴社外取締役と常勤監査役との意⾒交換会を開催するなど、独⽴社外取締役が取締役及び

監査役と連携・調整が図れる体制となっております。
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【原則４－９．独⽴社外取締役の独⽴性判断基準及び資質】

取締役会は、⾦融商品取引所が定める独⽴性基準を踏まえ、独⽴社外取締役となる者の独⽴性をその実質⾯に
おいて担保することに主眼を置いた独⽴性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会は、取締役会におけ
る率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる⼈物を独⽴社外取締役の候補者として選定するよう努めるべ
きである。

当社は、会社法の定める社外取締役の要件に加え、⾦融商品取引所が定める独⽴性基準を踏まえ、独⽴性判
断基準を策定しており、その基準に基づき社外取締役及び社外監査役を選任しております。

社外取締役及び社外監査役候補者を対象とし、以下の各項目のいずれにも該当しない場合に独⽴性があると
判断しております。

１．現在において当社⼜は当社グループ会社の業務執⾏者である者､
⼜は当該就任の前１０年間において当社⼜は当社グループ会社の業務執⾏者であった者

２．当社株式の総議決権数の１０％以上の議決権を保有する株主及びその業務執⾏者
３．当社グループとの取引が当社連結売上⾼の２％を超える取引先の業務執⾏者
４．１事業年度において、コンサルタント、弁護⼠、公認会計⼠等として、

当社から１，０００万円を超える報酬を受けている者
５．当社の会計監査人である監査法人に属する者
６．当社及び当社グループ会社から、過去３事業年度の平均で１，０００万円以上の寄付を

受けた団体等に所属する者

※ 業務執⾏者とは、業務執⾏取締役、執⾏役員、その他の従業員をいう。

【原則４－10．任意の仕組みの活⽤】

上場会社は、会社法が定める会社の機関設計のうち会社の特性に応じて最も適切な形態を採⽤するに当たり、必
要に応じて任意の仕組みを活⽤することにより、統治機能の更なる充実を図るべきである。

当社は、会社法の定める監査役会設置会社でありますが、独⽴社外取締役を除く取締役の報酬の⽅針、報酬
体系、業績連動の仕組みや、取締役の選解任等について、独⽴社外取締役の適切な助⾔と関与を求める観点か
ら、議⻑が⾮執⾏の取締役であり、委員の４名中３名を独⽴社外取締役で構成される報酬・指名諮問委員会を
任意に設置するなど統治機能の充実を図っております。
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【補充原則４－１０①】

上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独⽴社外取締役が取締役会の過半数
に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独⽴性・客観性と説明責
任を強化するため、取締役会の下に独⽴社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、
独⽴した諮問委員会を設置することにより、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独⽴社外取締
役の適切な関与・助⾔を得るべきである。

当社は監査役会設置会社であり、独⽴社外取締役を３名選任しております。経営幹部の指名・報酬などに対す
る取締役会の機能については、取締役会において、独⽴した社外取締役及び社外監査役から客観的な⽴場で助
⾔を得ております。
また2016年7⽉より、取締役会の諮問機関として、委員の４名中３名を独⽴社外取締役とする任意の報酬・

指名諮問委員会を設置し、役員の報酬・指名などの重要な事項に関して独⽴社外取締役の意⾒を得ております。

【補充原則４－1１①】

取締役会は、取締役会の全体としての知識・経験・能⼒のバランス、多様性及び規模に関する考え⽅を定め、取締
役の選任に関する⽅針・⼿続と併せて開示すべきである。

当社の取締役会は、社外取締役3名を含む取締役9名、社外監査役3名を含む監査役５名で構成しております。

取締役候補者の選任にあたっては、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂⾏できる知識及び経験を有し、か
つ⼗分な社会的信⽤を有する者を、⼥性を含め、⼀定の選任基準を踏まえて選任しており、イノベーション（革
新）によって新たな価値を創造し、グローバルな物流市場で存在感を持つ企業グループへ成⻑するために必要な
資質を持った人材をバランスよく配置しております。
また監査役候補者の選任にあたっては、上記基準に加え、財務会計の知⾒を有する者を１名以上選任しておりま
す。
取締役候補者、および監査役候補者の選任にあたっては、取締役会の諮問機関として、委員の４名中３名を

独⽴社外取締役とする任意の報酬・指名諮問委員会を設置し、その答申を踏まえております。

【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能⼒を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや
国際性の⾯を含む多様性と適正規模を両⽴させる形で構成されるべきである。また、監査役には、適切な経験・能⼒
及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者が選任されるべきであり、特に、財務・会計に関する⼗分な知
⾒を有している者が１名以上選任されるべきである。
取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を⾏うことなどにより、その機能の向上を図るべきであ
る。

取締役候補者及び監査役候補者の選任にあたっては、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂⾏できる知識
及び経験を有し、かつ、⼗分な社会的信⽤を有する者を、⼥性を含め、⼀定の選任基準を踏まえて、選任しており
ます。
また特に監査役候補者の選任にあたっては、上記基準に加え、財務会計の知⾒を有する者を１名以上選任して

おります。
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【補充原則４－１１②】

社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労
⼒を取締役・監査役の業務に振り向けるべきである。こうした観点から、例えば、取締役・監査役が他の上場会社の
役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、その兼任状況を毎年開示すべ
きである。

当社は、当社社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況について、株主総会招集通知、有価証券報告
書及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開⽰を⾏っております。
また、業務執⾏取締役の兼職状況については、毎年、定期的に確認し、取締役会において承認及び報告を実施

しておりますが、現在、取締役の責務を果たす上で影響を及ぼす兼職はありません。なお、常勤監査役は他社の役
員は兼任しておらず、業務に専念できる体制となっております。

【補充原則４－11③】

取締役会は、毎年、各取締役の自⼰評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を⾏い、
その結果の概要を開示すべきである。

当社取締役会は、各取締役の職務の執⾏状況報告に加え、外部機関を起⽤し、社外を含む取締役および監
査役を対象とした取締役会全体の実効性にかかるアンケート調査を実施し、意⾒を集約しております。
その内容を分析・評価した結果については取締役会において討議・検証を実施しており、外部機関からの集計結

果を踏まえ、取締役会の構成・運営、経営戦略と事業戦略、企業倫理とリスク管理、経営陣の評価・報酬の状況
等を確認した結果、取締役会全体の実効性は確保されているものと評価いたしました。

本アンケートにおいて課題として抽出された、取締役会の構成については、社外取締役の割合を１/３とするなど
改善を図ったほか、重要な戦略の経過報告等についての取締役会での説明を充実させるなど、更なる実効性向
上に努めております。

【原則４－12．取締役会における審議の活性化】

取締役会は、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意⾒交換を尊ぶ気⾵の醸成に努め
るべきである。

当社取締役会は、社外取締役に対して、取締役会の議案について事前の説明を⾏っており、共通認識のもと取締
役会に出席し、積極的に意⾒を述べ、議論に参加しております。
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【補充原則４－１２①】

取締役会は、会議運営に関する下記の取扱いを確保しつつ、その審議の活性化を図るべきである。

（ⅰ） 取締役会の資料が、会日に⼗分に先⽴って配布されるようにすること
（ⅱ） 取締役会の資料以外にも、必要に応じ、会社から取締役に対して⼗分な情報が（適切な場合には、

要点を把握しやすいように整理・分析された形で）提供されるようにすること
（ⅲ） 年間の取締役会開催スケジュールや予想される審議事項について決定しておくこと
（ⅳ） 審議項⽬数や開催頻度を適切に設定すること
（ⅴ） 審議時間を⼗分に確保すること

当社では、取締役会審議の活性化を図るため、下記取組みを⾏っています。

（ⅰ） 取締役会資料は、会⽇に先だって配布しております。取締役会に上程される議案は、原則として業務執⾏
の協議機関である経営会議で事前に審議されることから、各取締役及び常勤監査役は、内容を熟知した上
で取締役会に出席しています。また、社外取締役に対しては資料について事前に⼗分な説明を⾏っております。

（ⅱ） 取締役会の資料以外にも、必要に応じて取締役に対して追加説明及び追加資料の提供を⾏っております。
（ⅲ） 取締役会の年間開催スケジュールは、四半期の決算等、予定される審議事項を含め、当該年度の開始

前に決定し、取締役及び監査役に通知しております。
（ⅳ）⽉１回の⽉例開催を基本とし、議題の項目数や開催頻度を適切に設定しています。
（ⅴ）審議時間について特段の制約を設定せず、⼗分な審議を尽くしております。

【原則４－13．情報入⼿と⽀援体制】

取締役・監査役は、その役割・責務を実効的に果たすために、能動的に情報を入⼿すべきであり、必要に応じ、会
社に対して追加の情報提供を求めるべきである。
また、上場会社は、⼈員⾯を含む取締役・監査役の⽀援体制を整えるべきである。
取締役会・監査役会は、各取締役・監査役が求める情報の円滑な提供が確保されているかどうかを確認すべきであ
る。

当社取締役及び監査役は、その職務を遂⾏する上で必要となる情報について、関連する本社各部に対して情報
や資料の提供を求めております。また、⽀援体制については、取締役会の事務局である総務・労働部と監査役会
の事務局である監査部が中⼼となり対応しております。取締役会の各議案に関する資料の内容、分量、および事
前配布や説明のタイミング等については、「取締役会の実効性評価」に関する確認、検証事項としており、その評価
を通じて、情報の円滑な提供が確保されていると確認しております。

監査役は、「監査役に回付すべき重要書類」の規定に基づき、本社各部の主要な稟議書その他業務執⾏に関す
る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執⾏役員または従業員に対し、その説明を求めるとともに、意⾒を
述べることとしております。監査役による決算監査時に、「監査役に回付されるべき重要書類」について、該当年度の
回付状況についても確認しております。
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【補充原則４－１３①】

社外取締役を含む取締役は、透明・公正かつ迅速・果断な会社の意思決定に資するとの観点から、必要と考える
場合には、会社に対して追加の情報提供を求めるべきである。また、社外監査役を含む監査役は、法令に基づく調査
権限を⾏使することを含め、適切に情報入⼿を⾏うべきである。

当社取締役は、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を⾏うため、⾃⾝が保有する情報に不⾜がある場合は、
関連する部門へ情報や資料の提供を求めております。取締役会事務局は取締役に対し、重要情報の適時報告を
実施しており、追加の情報提供や助⾔についても適切に対応しております。なお、社外取締役は必要に応じて、代
表取締役との意⾒交換も⾏っております。
また、当社監査役は、取締役会ほか重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程に基づく業務の執⾏状況を

把握するとともに、監査を⾏うにあたって収集した情報に不⾜がある場合は、常勤監査役が中⼼となり、取締役や
関連する部門に対して、説明や必要とする情報、資料の提供を求めております。
また、代表取締役と定期的に会合をもち、経営⽅針、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監

査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意⾒を述べております。
加えて、当社監査役会では、監査役監査の結果について監査役から社外取締役への個別説明の機会を設定し

ており、これを会社情報の社外取締役への提供機会としても位置づけております。

【補充原則４－13②】

取締役・監査役は、必要と考える場合には、会社の費⽤において外部の専門家の助⾔を得ることも考慮すべきであ
る。

当社取締役及び監査役は、業務遂⾏上、第三者の意⾒や視点が必要と判断される案件について、弁護⼠、公
認会計⼠、コンサルタント、その他外部の専門家を活⽤することができ、その費⽤は会社が負担することとしておりま
す。

【補充原則４－13③】

上場会社は、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきである。
また、上場会社は、例えば、社外取締役・社外監査役の指示を受けて会社の情報を適確に提供できるよう社内との
連絡・調整にあたる者の選任など、社外取締役や社外監査役に必要な情報を適確に提供するための⼯夫を⾏うべき
である。

当社は、社外取締役や社外監査役へ必要な情報を的確に提供するため、連絡・調整を⾏う担当責任者を総務・
労働部及び監査部に配置し、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保しております。
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【原則４－14．取締役・監査役のトレーニング】

新任者をはじめとする取締役・監査役は、上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責
務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に
努めるべきである。このため、上場会社は、個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋
やその費⽤の⽀援を⾏うべきであり、取締役会は、こうした対応が適切にとられているか否かを確認すべきである。

当社は、取締役・監査役について、事業・財務・組織等に関する幅広い知識を有している者から選任しており、就
任に際し、外部講習等の必要に応じたトレーニングの機会を提供しており、その費⽤については会社で負担しており
ます。

【補充原則４－1４①】

社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役は、就任の際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な
知識を取得し、取締役・監査役に求められる役割と責務（法的責任を含む）を⼗分に理解する機会を得るべきであ
り、就任後においても、必要に応じ、これらを継続的に更新する機会を得るべきである。

取締役・監査役は就任時、必要に応じて、社内でオリエンテーションを⾏うとともに、外部の新任取締役・監査役
セミナーに参加するなど、その役割・責務をはじめ役員として必要な知識を習得しております。
また、就任後も当社の経営課題、財務、法令遵守などに関する必要な知識の習得を適宜⾏っており、会社はセ

ミナーや交流会などの機会を提供するとともに、その費⽤を負担しております。

【補充原則４－1４②】

上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの⽅針について開示を⾏うべきである。

当社は、取締役・監査役に対して、当社の経営課題についての認識を深めることはもとより、財務、法令などに関
する必要な知識の習得を⾏うことを目的として、セミナーや交流会などの機会を適宜提供し、その費⽤については
会社で負担しております。
監査役においては、⽇本監査役協会の会員としての諸会議や、産業経理協会主催のセミナー等を通じて、広範

な知識の習得を図っております。
社外取締役・社外監査役については、当社の各種⾏事への参加や施設⾒学等を通じて、当社の事業などの知

識を習得できる機会を提供しております。
執⾏役員、および社内の経営幹部候補においては、経営幹部として必要なグローバル経営、財務リテラシーや経

営戦略、ガバナンスに関する知識等の取得を目的として、外部のMBA等の経営幹部育成講座への機会を提供し
ています。
上記、⼀連のトレーニングは経営陣幹部の後継者育成の⼀環として位置付けております。
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【基本原則５】

上場会社は、その持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株
主との間で建設的な対話を⾏うべきである。
経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）は、こうした対話を通じて株主の声に⽿を傾け、その関心・懸念に正

当な関心を払うとともに、自らの経営⽅針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努⼒を⾏い、株主
を含むステークホルダーの⽴場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めるべきである。

当社は、株主の皆様との建設的な対話が、会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上において、重要
であると認識し、その建設的な対話を促進するための施策や体制整備に取り組んでおります。また、ディスクロー
ジャーポリシーに定めているとおり、当社の経営⽅針や事業内容に対する理解を深めるために有⽤であると当社が
判断する情報については、積極的に開⽰し、対話の充実を図ります。
経営企画部担当取締役が統括するＩＲ活動を通じ、当社グループの経営戦略や経営施策を明解に伝え、理解

を得るよう努めるとともに、株主・投資家の皆様からの意⾒については、適切に取締役会へ報告し、持続的な成⻑
と中⻑期的な企業価値の向上に活⽤してまいります。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する⽅針】

上場会社は、株主からの対話（⾯談）の申込みに対しては、会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向
上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきである。取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための
体制整備・取組みに関する⽅針を検討・承認し、開示すべきである。

株主・投資家の皆様との対話は、経営トップが総括する経営戦略部門に属する経営企画部ＩＲ推進室が、実
務担当としてその任にあたるとともに、内容や⽇程等を勘案のうえ、経営トップ、担当取締役及び経営幹部（執⾏
役員ほか）が⾯談に臨んでおります。

対話の⽅法は、国内、海外における個別⾯談に加え、第１四半期・第３四半期に電話会議を、通期・第２四半
期には決算説明会を開催しております。また、施設⾒学会、事業説明会、当社の主催するスモールミーティング等
を適宜開催するほか、証券会社の主催するスモールミーティングやＩＲカンファレンス等に参加し、株主・投資家の
皆様との対話機会の創出に努めております。
対話を通じて、株主・投資家の皆様からいただいた意⾒等は、取締役会において、定期的に報告するとともに、社

外取締役および経営幹部（執⾏役員ほか）ならびに、社内関係先へフィードバックし、企業活動への反映を図っ
ております。

社内体制については、ＩＲ推進室を事務局とし、広報部、総務・労働部、財務企画部、経理部、経営企画部な
ど本社各部門が連携し、ディスクロージャーポリシーの策定・運⽤および改訂、情報開⽰活動の適切性について協
議の上、取締役会へ付議、決定しております。取締役会にて決定したディスクロージャーポリシーに基づき、経営トッ
プまたは各開⽰情報を所管する担当役員を責任者として、情報開⽰を⾏っております。取締役会は、経営企画部
担当取締役の業務執⾏状況を通じて報告される情報開⽰活動について、内容を共有するとともに、適切性を確認
します。
ディスクロージャーポリシーをホームページに掲載しております。
https://www.nittsu.co.jp/ir/disclosure/
（グローバルサイトのURL）
https://www.nipponexpress.com/ir/disclosure/
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【補充原則５－１①】

株主との実際の対話（⾯談）の対応者については、株主の希望と⾯談の主な関心事項も踏まえた上で、合理的
な範囲で、経営陣幹部または取締役（社外取締役を含む）が⾯談に臨むことを基本とすべきである。

株主の皆様との対話（⾯談）の対応は、機関投資家の皆様については経営企画部ＩＲ推進室にて、個人投
資家の皆様については、⼿続き等の実務⾯では、総務・労働部の株式担当にて、事業内容に関する説明は、経営
企画部ＩＲ推進室にて⾏っております。
株主様の希望や⾯談を⾏う株主様の所有株式数に応じて、経営トップや経営企画部担当取締役が⾯談に応じ

ております。また、株主の希望等に対して、社外取締役、執⾏役員を含む各役員との⾯談にも、必要に応じて対応
するよう検討してまいります。

【補充原則５－１②】

株主との建設的な対話を促進するための⽅針には、少なくとも以下の点を記載すべきである。

（ⅰ） 株主との対話全般について、下記（ⅱ）〜（ⅴ）に記載する事項を含めその統括を⾏い、建設的な対話
が実現するように⽬配りを⾏う経営陣または取締役の指定

（ⅱ） 対話を補助する社内のＩＲ担当、経営企画、総務、財務、経理、法務部門等の有機的な連携のための
⽅策

（ⅲ） 個別⾯談以外の対話の⼿段（例えば、投資家説明会やＩＲ活動）の充実に関する取組み
（ⅳ） 対話において把握された株主の意⾒・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィード

バックのための⽅策
（ⅴ） 対話に際してのインサイダー情報の管理に関する⽅策

当社は、以下の通り対応しております。

（ⅰ）当社では、経営トップが総括する経営戦略部門に属する経営企画部ＩＲ推進室が、株主・投資家の皆様
との対話の実務担当としてその任にあたっております。

（ⅱ）決算等の開⽰、説明において、経営企画部門、財務部門、総務部門、広報部門等と各々の専門的⾒地
に基づく意⾒交換を⾏うとともに、各事業部門の各種会議へのＩＲ専任の参加を通じて、社内情報を共有す
る等の対応をしております。

また、ＩＲ推進室⻑を委員⻑とする委員会を設定し、各部門との定期的な情報共有の場において、株主・
投資家との対話により得た様々な意⾒等を共有し、適正な情報開⽰と対話促進に向けた⽅策の検討・促進に
向け、少なくとも四半期ごとに開催するよう、努めております。

（ⅲ）投資家の皆様からの電話取材、施設⾒学会等のＩＲ取材を積極的に受け付けるとともに、アナリスト・機
関投資家向けに、通期・第２四半期に決算説明会を開催し、代表取締役⼜は財務担当取締役等が説明を
⾏っております。第１四半期・第３四半期には、電話会議を開催しております。また、経営トップおよび各経営
陣をスピーカーとするスモールミーティング、事業説明会を実施するほか、取締役等の経営幹部が、証券会社主
催のスモールミーティングやＩＲカンファレンスへ参加しております。
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（ⅳ）対話を通じていただいた意⾒等は、経営企画部担当取締役を通じて、定期的に取締役会へフィードバック
されており、その内容について、検討、議論を⾏っております。また、経営に反映すべきものについては、経営幹部

（執⾏役員ほか）ならびに社内関係先へも共有され、企業活動への反映が図られています。

（ⅴ）当社では、インサイダー取引防⽌規程を制定・運⽤しており、重要な内部情報についての管理を徹底してお
ります。また、決算情報の漏えい防⽌と開⽰の公正性の確保を目的として、決算期末⽇の翌⽇から決算発表
⽇までの期間については、沈黙期間として、投資家との対話・取材を制限しております。その他、公正で透明性
の⾼い情報の適時、適切な開⽰に対する姿勢について、ディスクロージャーポリシーにて規定しております。

ディスクロージャーポリシーをホームページに掲載しております。
https://www.nittsu.co.jp/ir/disclosure/
（グローバルサイトのURL）
https://www.nipponexpress.com/ir/disclosure/

【補充原則５－１③】

上場会社は、必要に応じ、自らの株主構造の把握に努めるべきであり、株主も、こうした把握作業にできる限り協⼒
することが望ましい。

当社は、原則として年に２回、更に必要に応じて実質株主調査を実施し、株主構造の把握に努めております。

【原則５－２．経営戦略や経営計画の策定・公表】

経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、自社の資本コストを的確に把握した上で、収益計画や資本政策
の基本的な⽅針を示すとともに、収益⼒・資本効率等に関する⽬標を提示し、その実現のために、事業ポートフォリオ
の⾒直しや、設備投資・研究開発投資・⼈材投資等を含む経営資源の配分等に関し具体的に何を実⾏するのか
について、株主に分かりやすい⾔葉・論理で明確に説明を⾏うべきである。

当社は、2019年2⽉22⽇に、新経営計画である⽇通グループ経営計画２０２３『⾮連続な成⻑〜
Dynamic Growth〜』を取締役会にて決議し、同⽇に発表いたしました。
同経営計画においては、最終年度および中間目標として3年目の売上⾼、営業利益、営業利益率、当期純利益、
ROE等の数値目標を定めております。また財務戦略に基づく資本政策を⽰すとともに、株主還元や投資計画と合
わせてROE目標達成に向けた計画を開⽰しております。

合わせて各事業ごとに資本コストを把握し、ハードルレートを設定の上、予算の割り当てとその評価を⾏っておりま
す。当該ハードルレートの達成状況や事業の成⻑性などを判断基準とし取締役会でも適宜議論をすすめ、事業
ポートフォリオの⾒直しについても必要に応じて検討してまいります。
また、経営計画の進捗については、決算説明会や株主総会等において都度報告を⾏っており、決算説明会資料

については、ホームページにて開⽰しております。

https://www.nittsu.co.jp/ir/event/data-room/index.html
（グローバルサイトのURL）
https://www.nipponexpress.com/ir/event/presentations/
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